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近世真宗優勢地帯における浄土宗の思想的機能（上野）

【
要
約
】
　
本
稿
は
、
長
州
前
大
津
夢
判
地
域
の
真
宗
と
浄
土
宗
を
主
た
る
対
象
と
し
、
近
世
社
会
に
構
造
化
さ
れ
た
仏
教
が
担
っ
た
社
会
的
機
能
に
つ
い

て
、
思
想
面
を
中
心
に
具
体
的
な
検
討
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
寺
院
率
・
檀
家
率
や
各
種
行
事
等
を
通
じ
て
、
近
世
後
期
の
当
地
域
は
真
宗
優
勢
地
帯

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
れ
は
｝
六
世
紀
半
ば
以
降
の
真
宗
の
本
格
的
波
及
と
、
地
域
の
門
徒
集
団
を
一
主
体
と
す
る
地
縁
的
寺
檀
関
係
の
形
成

を
経
た
姿
で
あ
る
。
一
方
、
寛
文
・
延
宝
年
問
以
降
の
網
捕
り
捕
鯨
の
発
達
を
受
け
つ
つ
、
通
浦
で
は
浄
土
宗
向
岸
寺
讃
誉
に
よ
り
鯨
回
向
が
執
行
さ
れ
、

元
禄
年
間
以
降
、
位
牌
・
墓
・
戒
名
・
過
去
帳
を
伴
う
独
自
の
供
養
形
態
が
成
立
し
た
。
鯨
回
向
は
瀬
戸
崎
浦
に
も
普
及
し
、
大
日
比
浦
で
は
讃
誉
を
住

職
と
し
て
浄
土
宗
西
円
寺
が
建
立
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
通
・
大
日
比
・
瀬
戸
崎
浦
を
中
心
と
す
る
地
域
で
は
、
浄
土
宗
も
民
衆
的
基
盤
を
も
っ
て
存
立
し

た
が
、
同
宗
は
、
真
宗
で
は
代
替
不
可
能
な
回
向
を
行
使
す
る
こ
と
で
、
殺
生
の
罪
悪
に
対
処
す
る
独
自
の
思
想
的
機
能
を
担
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
〔
巻
五
号
　
二
〇
〇
八
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
近
年
、
日
本
の
近
世
社
会
に
お
け
る
仏
教
の
役
割
を
重
視
す
る
研
究
が
、
進
展
を
み
せ
て
い
る
。
そ
の
主
導
者
の
一
人
で
あ
る
尾
藤
正
英
は
、

　
　
　
①

竹
田
聴
洲
ら
の
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
「
国
民
的
宗
教
」
論
を
提
起
し
、
そ
の
中
で
葬
式
仏
教
の
歴
史
的
意
義
を
強
調
し
て
従
来
の
否
定
的
な
評

　
　
　
　
　
②

価
を
批
判
し
た
。
尾
藤
に
よ
る
葬
式
仏
教
の
読
み
直
し
に
立
脚
す
る
と
き
、
彼
が
「
国
民
」
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
共
通
面
を
抜
き
出
す
に
当
た
り
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［表1］　前大津宰判地域の宗派別寺院数

真宗 浄土宗 法華宗 禅宗 真言宗 天台修験 計 時期

①　② ①　② ①　② ①　② ①　② ①　② ①　② ①

三隅村 9
…

2 3 1
一

ユ
…

ユ
一

1 14 16 享保13

通浦 ユ
…

2
一

3
一 元文5他

膏海村 ユ
…

1
一

享保ユ3・元文3

大日比浦 1
｝

1
一 享保13・元文3

瀬戸翠霞 3
一

3
…

1
一

7
一 元文3

白潟浦 1
…

1
一 享保13・元文3

深河村 8
一

2
一

10
一 享保13他

俵山村 2
一

2
…

1
…

5
一 享保12・元文3

地吉村 ユ
一

1
一 元文3

殿居村 2
一

2
一 元文4・延享4

殿敷村 3
一

3
一 享保13・元文3

渋木村 1
一

1
一

2
… 享保13

真木村 1
一

1
… 享保13

計　　　　　32　　－　　　10　　　！1　　　　2　　－　　　　4　　－　　　　3　　－　　　　0　　　　ユ　　51　　53

※①は『上職第3・4巻の数値。②はぎ注進案』の数値で時期は天保13年頃、①と同数の場合
　は「一」とした。なお、地名はジ注進案』に統一。

捨
象
し
た
、
宗
派
・
地
域
・
身
分
・
階
層
等
に
規
定
さ
れ
た
多

様
な
実
態
と
そ
れ
が
有
し
た
意
味
に
つ
い
て
も
、
併
せ
て
検
討

を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
が
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
注
目
さ

れ
る
の
は
、
地
域
の
「
宗
教
的
社
会
関
係
」
に
即
し
て
仏
教
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

含
む
宗
教
の
存
立
意
義
の
究
明
を
試
み
た
澤
博
勝
の
研
究
で
あ

る
が
、
今
後
の
更
な
る
進
展
の
た
め
に
は
、
澤
が
本
格
的
に
検

討
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
思
想
の
具
体
的
内
容
に
も
踏
み
込

む
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
仏
教
諸
宗
の
教
義
の
差
異
は
、
時

に
対
立
を
生
じ
つ
つ
、
地
域
社
会
に
お
け
る
宗
教
的
行
為
の
形

態
に
も
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た

問
題
を
、
人
間
に
対
す
る
葬
式
以
外
の
行
為
に
も
視
野
を
広
げ

て
追
究
す
る
こ
と
で
、
個
人
の
救
済
を
越
え
た
仏
教
の
社
会
的

意
義
に
つ
い
て
も
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
右
の
課
題
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
長
州
前
大
津
宰
判
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
対
象
と
し
、
近
世
社
会
に
構
造
化
さ
れ
た
仏
教
が
担
っ
た
社

会
的
機
能
に
つ
い
て
、
思
想
面
を
中
心
に
具
体
的
な
検
討
を
試

み
る
。
そ
の
際
、
宗
派
・
地
域
・
身
分
・
階
層
等
の
差
異
や
そ

れ
ら
の
織
り
成
す
諸
関
係
に
留
意
し
つ
つ
、
仏
教
の
教
義
と
地

域
民
衆
の
経
済
活
動
と
の
繋
が
り
に
も
注
目
し
た
い
。
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近世真宗優勢地帯における浄土宗の愚想的機能（上野）
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　　　［地図｝　『山口縣寺院／di革難（1933年）にみる大津郡東部沿海地域の寺院

×LLI口恵一郎編揮E本図誌大系　中国』（朝倉書店、1975年）371頁所載の明冶30年における大津郡東
部沿海地域の地図をもとに加工作成。庄記の「真」は真宗（18ヵ寺）、「浄」は浄土宗（5ヵ寺）、

f日」は日蓮宗（ユヵ寺）。明冶以降廃寺となったものは含んでいない。

　
長
州
藩
の
行
政
区
分

で
あ
る
前
大
津
宰
判
に

該
当
す
る
当
地
域
は
、

大
津
郡
東
部
の
村
浦
及

び
豊
浦
郡
の
一
部
の
諸

村
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
。
こ
こ
で
、
近
世
後

期
を
中
心
と
す
る
当
地

域
の
寺
院
・
檀
家
の
概

況
に
つ
い
て
確
認
し
て

お
く
。
『
防
長
地
下
上

申
』
（
以
下
隅
上
申
』
と

　
⑤

略
記
）
と
騨
防
長
風
土

注
進
案
』
（
以
下
叩
圧
進

　
　
　
　
⑥

案
』
と
略
記
）
を
も
と

に
、
各
村
浦
の
寺
院
数

を
宗
派
ご
と
に
示
す
と

　
［
表
1
］
の
よ
う
に
な

⑦る
。
一
八
世
紀
以
降
に
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［表2一①］前大津宰判地域の寺院と檀家（明治3年頃）

寺院名　宗派　　　　所在地　　　　檀家数 普門寺 日蓮宗 31

宝国寺 真宗 三隅村（以下同） 106 円通寺 真言宗 自筆浦 4

極楽寺 真宗 140 明專寺 真宗 深河村（以下同） 158

東雲寺 真宗 30 西宝寺 真宗 123

宗善寺 真宗 80 法蓬寺 真宗 191

西福寺 真宗 205 安養寺 真宗 37

常楽寺 真宗 59 仏言寺 真宗 170

明恩寺 真宗 141 善正寺 真宗 150

報恩寺 真宗 60 専修寺 真宗 132

徳照寺 真宗 ユ38 光浄寺 真宗 115

東善寺 浄土宗 35 大寧寺 曹洞宗 35

成道寺 浄土宗 3 西念寺 真宗 俵山村（以下嗣） 357

了性院 日蓬宗 47 正福寺 真宗 43

発光春 真言宗 4 正福寺 浄土宗 0

明峯寺 警洞宗 51 一念寺 浄土宗 7

真光寺 真宗 通浦（以下同） 166 能満寺 真言宗 0

向岸寺 浄土宗 ユ26 光雲等 真宗 地吉村 60

正福寺 浄土宗 8 西教等 真宗 殿居村（以下同） 玉47

清福寺 真宗 青海村 117 見龍寺 真宗 78

西円寺 浄土宗 大日比浦 47 弘願寺 真宗 殿敷村（以下岡） 30

遡照寺 真宗 瀬戸崎浦（以下同） 180 千秀寺 真宗 45

浄岸寺 真宗 140 長願寺 真宗 0

西覚寺 真宗 166 浄土寺 真宗 渋木村（以下同） 342

円融寺 浄土宗 120 訂心寺 曹洞宗 21

慈眼寺 浄土宗 5 願生寺 真宗 真木村 32

極楽寺 浄土宗 150

　　　　　　　　　　　　　　（右に続く）

※Off山口藩本末寺号明細帳』より作成。所在地は『注進案」の区分を用いた。同晋にみえる法

　福寺（三隅村、浄土宗）、正学院（三隅村、天台修験）、玉泉寺（深河村、禅宗）の記載はない。

　真宗は西本願寺派、浄土宗は鎮西派。

た
、
明
治
一
二
年

図
参
照
）
。
ま

漁
村
や
湊
町
を

中
心
に
分
布
し

　
　
⑧

て
い
る
（
［
地

浄
土
宗
寺
院
は

地
域
的
に
み
れ

ば
、
真
宗
寺
院

は
ほ
ぼ
全
域
に

わ
た
っ
て
分
布

し
て
い
る
が
、

宗
寺
院
で
あ
る
。

院
で
あ
り
、
約

二
〇
％
が
浄
土

寺
院
の
約
六

〇
％
が
真
宗
寺

定
化
を
み
た
当

地
域
で
は
、
全

寺
院
が
ほ
ぼ
固
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近世真宗優勢地帯における浄土宗の思想的機能（上野）

　　　　　　［表2一②］前大津宰判地域の宗派別檀家tw　・檀家率他（明治3年頃）

檀家数別寺院数
宗派

0　－　　　10－　　　30～　　　50～　　　IOO～　　　150－　　　200～　　　30G～

寺院数
寺院率

i％）

檀家数

ｽ均
檀家数

檀家率

i％）

真宗 1 6 5 10 7 1 2 32 64．0 123．1 3938 85．0

浄±宗 5 2 2 1 lG 20．G 50．1 5Gl 10．8

日蓮宗 2 2 4．0 39．0 78 1．7

曹洞宗 1 1 1 3 6．0 35．7 107 2．3

真言宗 3 3 6．0 2．7 8 0．2

※『旧山口藩本末寺号明細帳毒より作成。率・平均の値は少数第2位を四捨五入。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

（一

ｪ
七
〇
）
作
成
の
『
旧
山
口
藩
本
末
寺
号
明
細
帳
』
に
記
載
さ
れ
た
各
寺
院
の
菩
提
檀
家
数
を
示

す
と
［
表
2
］
（
①
・
②
）
の
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
真
宗
の
檀
家
率
は
八
五
・
○
％
、
浄
土
宗

の
檀
家
率
は
約
一
〇
・
八
％
で
あ
る
。
各
寺
院
の
寺
伝
も
勘
案
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
宗
派
別
檀
家
数

の
偏
り
は
、
近
世
後
期
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
よ
り
、
菩
提
寺
の
展

開
に
お
い
て
近
世
後
期
の
前
大
津
宰
判
地
域
は
、
真
宗
優
勢
地
帯
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

真
宗
に
次
い
で
優
勢
な
の
は
浄
土
宗
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
全
域
的
に
優
勢
化
す
る
真
宗
と
、
後
で
も

確
認
す
る
よ
う
に
沿
海
部
を
基
盤
と
す
る
浄
土
宗
、
こ
の
両
者
を
中
心
に
論
じ
る
。

　
当
地
域
で
は
、
西
廻
り
航
路
の
寄
港
地
で
捕
鯨
基
地
で
も
あ
っ
た
瀬
戸
崎
浦
が
中
核
的
湊
町
を
形
成

し
、
地
域
を
縦
横
に
貫
く
赤
間
関
街
道
（
北
道
筋
・
北
浦
道
筋
）
が
、
沿
海
漁
村
と
内
陸
農
村
の
物
流
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

媒
介
し
た
。
『
長
門
市
史
　
歴
史
編
』
に
は
、
当
地
域
（
但
し
三
隅
・
地
吉
・
殿
居
・
殿
敷
村
を
除
く
）
の

歴
史
情
報
が
網
羅
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
書
で
は
、
通
史
（
「
1
　
原
始
古
代
」
～
「
V
　
現

代
」
）
か
ら
宗
教
史
（
「
W
信
仰
扁
）
が
分
離
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
例
え
ば
後
述
す
る
捕
鯨
史
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

宗
教
と
の
関
係
に
論
及
し
な
い
経
済
活
動
中
心
の
記
述
と
な
っ
て
お
り
、
…
方
の
宗
教
史
も
、
仏
教
宗

派
の
教
義
が
捕
鯨
業
の
展
開
と
如
何
に
関
係
し
つ
つ
、
地
域
社
会
の
宗
教
的
行
為
と
し
て
結
実
し
た
か
、

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
浄
土
宗
の
鯨
圓
向
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

う
行
事
に
注
目
し
、
児
玉
識
の
見
解
を
批
判
的
に
踏
ま
え
つ
つ
、
捕
鯨
業
を
構
成
し
た
宗
教
的
行
為
の

意
義
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。
児
玉
の
「
成
仏
祈
禧
」
と
い
う
見
方
を
取
ら
ず
浄
土
宗
の
教
義
を
踏
ま

え
た
考
察
を
試
み
る
と
共
に
、
関
連
史
料
の
分
析
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
で
基
礎
的
な
事
実
関
係
の
確
定

も
行
い
た
い
。
そ
れ
は
、
沿
海
部
に
お
け
る
同
宗
の
存
立
を
、
捕
鯨
業
や
漁
業
の
展
開
と
関
連
づ
け
つ
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つ
把
握
す
る
と
い
う
視
座
の
提
起
に
も
繋
が
る
。

　
さ
て
、
真
宗
と
浄
土
宗
を
中
心
に
据
え
た
本
稿
の
論
述
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
る
教
義
内
在
的
な
問
題
は
、
有
元
正
雄
の
提
示
し
た
近
世
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

宗
門
徒
に
お
け
る
「
殺
生
忌
誰
」
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
上
で
も
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。
有
元
に
よ
れ
ば
、
稼
職
以
外
を
中
心
と
す
る

殺
生
忌
誰
は
、
真
宗
門
徒
に
お
い
て
普
遍
的
に
顕
在
化
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
主
に
北
陸
や
西
日
本
の
真
宗
優
勢
地
帯
で
は
、
説
教
を

通
じ
て
受
容
さ
れ
、
門
徒
を
規
制
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
殺
生
忌
諜
が
な
ぜ
他
な
ら
ぬ
真
宗
門
徒
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た
か
に
つ

い
て
は
、
「
地
獄
へ
の
恐
怖
」
の
背
景
を
な
す
真
宗
特
有
の
問
題
も
含
め
、
更
な
る
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
本
論
で
の

殺
生
へ
の
対
処
に
み
る
宗
派
性
の
検
討
を
踏
ま
え
論
及
し
た
い
。

　
①
竹
田
聴
洲
『
民
俗
仏
教
と
祖
先
信
仰
駈
（
東
京
大
学
出
版
会
、
　
九
七
～
年
）
、
　
　

～
九
六
二
年
）
。
今
後
断
ら
ぬ
限
り
本
巻
。

　
　
同
門
近
世
社
会
と
仏
教
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
㎞
九
・
近
世
一
、
岩
波
書
店
、
　
⑦
凹
防
長
寺
社
由
来
』
第
五
巻
（
山
口
県
文
轡
館
編
集
・
発
行
、
一
九
八
四
年
。

　
　
　
九
七
五
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
下
、
本
巻
を
『
由
来
』
と
略
記
）
所
載
寺
院
は
『
上
申
輪
と
一
致
。
三
隅
村
正

　
②
尾
藤
正
英
「
日
本
に
お
け
る
国
民
的
宗
教
の
成
立
偏
（
同
『
江
戸
時
代
と
は
な
　
　
学
院
（
天
台
修
験
）
は
『
由
来
』
に
は
阿
弥
陀
堂
と
し
て
記
載
。

　
　
に
か
一
日
本
史
上
の
近
世
と
近
代
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
。
初
出
一
九
八
　

⑧
俵
山
村
の
浄
土
宗
寺
院
二
ヵ
寺
（
温
泉
山
下
福
寺
・
仏
湯
山
一
念
寺
）
は
共
に

　
　
八
年
）
、
同
「
国
民
的
宗
教
の
成
立
」
（
同
隅
日
本
文
化
の
歴
史
』
岩
波
新
書
、
二
　
　
　
　
温
泉
地
（
同
村
湯
町
）
に
あ
り
、
そ
の
他
の
九
ヵ
寺
（
『
注
進
案
㎞
に
よ
る
。
『
上

　
　
○
○
○
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
㎏
で
は
八
ヵ
寺
）
の
内
、
農
村
に
位
置
す
る
の
は
三
隅
村
の
成
道
寺
（
中
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
吉
　
　
　
　
　
野
）
　
　
　
　
（
浅
田
村
）
の
み
で
あ
る
（
『
上
申
睡

③
澤
博
勝
㎎
近
世
の
宗
教
組
織
と
地
域
社
会
－
教
団
信
仰
と
民
間
信
仰
』

　
川
弘
文
館
、
～
九
九
九
年
）
、
同
『
近
世
宗
教
社
会
論
』
（
同
、
二
〇
〇
八
年
）
等
。

④
本
稿
に
お
い
て
「
構
造
化
」
と
は
、
仏
教
が
近
世
の
社
会
構
造
の
～
部
と
し
て
、

　
独
自
の
形
態
で
再
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
謂
で
あ
る
が
、
特
に
、
葬

　
式
等
を
通
じ
て
、
僧
侶
を
擁
す
る
寺
院
と
地
域
民
衆
の
家
と
の
聞
に
寺
側
関
係
が

　
形
成
さ
れ
、
そ
の
も
と
で
各
種
の
行
事
が
展
開
し
、
そ
れ
ら
が
教
団
の
も
と
に
組

　
織
化
さ
れ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

⑤
㎎
上
申
』
第
三
巻
（
山
口
県
地
方
史
学
会
編
修
・
刊
行
、
一
九
七
九
年
）
・
第

　
四
巻
（
同
、
一
九
八
○
年
）
。

⑥
　
　
『
注
進
案
㎞
第
一
九
巻
（
山
口
県
文
書
館
編
修
・
山
口
県
立
山
口
図
書
館
発
行
、

　
　
　
と
艶
福
寺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
は
法
学
寺
の
記
載
は
な

　
い
）
。

⑨
山
口
県
文
書
館
所
蔵
「
県
庁
文
書
」
戦
前
A
・
社
寺
七
七
～
八
三
。

⑩
長
門
市
史
編
集
委
員
会
編
、
長
門
市
、
一
九
八
一
年
。
同
書
「
W
信
仰
」
中

　
の
仏
教
に
関
す
る
部
分
は
児
玉
識
が
執
筆
。

⑪
そ
の
他
の
捕
鯨
史
の
先
行
研
究
で
は
、
宗
教
と
の
関
係
に
論
及
さ
れ
た
と
し
て

　
も
、
捕
鯨
に
関
わ
る
信
仰
一
般
と
し
て
、
宗
派
的
要
因
の
考
察
を
欠
い
た
説
明
が

　
な
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

⑫
児
玉
識
『
近
世
真
宗
と
地
域
社
会
』
（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
五
年
）
三
七
～
四
〇

　
頁
、
同
門
講
演
　
近
世
真
宗
の
エ
ー
ト
ス
を
考
え
る
I
l
古
バ
宗
学
と
真
宗
史
学
の
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対
話
を
求
め
て
」
（
『
真
宗
研
究
会
紀
要
軸
三
九
、
二
〇
〇
七
年
）
　
一
＝
二
～
一
一

　
六
頁
。

⑬
有
元
正
雄
『
真
宗
の
宗
教
社
会
史
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）
序
章

　
二
・
第
三
章
、
他
。
有
元
は
、
堕
胎
・
間
引
き
の
忌
誰
や
養
蚕
・
殺
蠕
の
忌
誰
と

　
い
っ
た
真
宗
門
徒
の
殺
生
忌
誰
現
象
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
は
、
真
宗
教
団
が
稼
職

以
外
の
殺
生
を
堕
獄
の
原
因
と
な
る
と
し
て
禁
じ
た
の
を
受
け
、
門
徒
に
お
い
て

①
悪
業
を
排
除
し
堕
獄
を
免
れ
よ
う
と
す
る
意
識
、
②
そ
れ
と
表
裏
を
な
す
慈
悲

の
心
、
③
救
済
に
写
す
る
報
謝
・
敬
譲
の
観
念
、
な
ど
が
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
強
固
な
態
度
で
あ
る
と
し
た
。

第
一
章
　
地
域
社
会
に
お
け
る
真
宗
の
優
勢
化

近世真宗優勢地帯におけるve　i宗の思想的機能（上野）

　
本
章
で
は
、
先
に
み
た
前
大
津
宰
判
地
域
に
お
け
る
真
宗
の
優
勢
状
況
が
、
如
何
な
る
展
開
を
経
て
確
立
し
た
か
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を

踏
ま
え
、
新
た
な
史
料
も
加
え
つ
つ
検
証
す
る
。
そ
の
中
で
、
真
宗
の
寺
院
・
僧
侶
が
担
っ
た
社
会
的
機
能
に
つ
い
て
も
論
及
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
児
玉
識
に
よ
れ
ば
、
一
六
世
紀
半
ば
以
降
、
長
州
を
含
む
西
中
国
地
方
に
真
宗
が
急
速
に
波
及
し
た
と
い
う
。
前
大
津
縁
起
地
域
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

も
、
同
時
期
に
真
言
宗
等
・
に
代
わ
り
真
宗
が
影
響
力
を
強
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
示
唆
す
る
よ
う
に
、
『
由
来
』
に
よ
れ
ば
、
当
地
域

の
寺
院
で
、
古
跡
再
興
に
よ
る
創
建
三
等
に
真
言
宗
か
ら
改
宗
し
た
と
い
う
寺
伝
を
持
つ
も
の
が
八
ヵ
寺
（
内
感
宗
六
、
浄
土
宗
二
）
も
あ
る
。

ま
た
、
『
南
東
山
清
福
寺
累
代
家
譜
』
の
冒
頭
部
に
あ
る
清
福
寺
（
青
海
村
、
真
宗
）
の
由
来
書
（
同
苗
第
六
世
慧
鷹
が
天
明
元
年
企
七
八
じ
に

編
修
）
に
は
、
当
寺
は
「
往
古
、
真
言
宗
霊
場
」
と
し
て
「
繁
栄
」
し
た
が
、
後
に
「
里
人
宗
ヲ
改
テ
浄
土
真
宗
陣
門
シ
」
、
「
始
ハ
仙
崎
・
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

川
ノ
仏
閣
二
詣
テ
真
宗
ノ
教
ヲ
聞
ク
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
長
州
藩
で
は
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
の
毛
坊
主
禁
止
を
一
契
機
と
し
て
、
藩
の
認
可
を
得
た
寺
号
公
称
寺
院
の
建
立
が
加
速
し
、
一
八
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

紀
半
ば
頃
ま
で
に
「
近
世
的
導
院
体
制
」
が
確
立
す
る
と
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
毛
坊
・
王
の
寺
僧
化
は
藩
の
禁
制
以
前
よ
り
既
に
進
行
し
て
い

た
。
前
大
津
宰
判
地
域
で
も
本
山
（
西
本
願
寺
）
か
ら
の
寺
号
許
可
年
は
寛
永
期
の
場
合
が
多
く
（
［
表
3
］
参
照
）
、
蔵
内
の
他
地
域
と
も
同
様

の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
「
寺
院
体
制
」
は
藩
権
力
に
よ
り
一
方
的
に
創
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
地
域
社
会
の
主
体
的
動
向
を
制
度
化
す
る

こ
と
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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「
ひ
か
へ
」
（
端
裏
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

大
日
和
平
の
上
利
家
に
伝
わ
っ
た
「
上
利
家
文
書
」
に
は
、
青
海
村
の
清
福
寺
建
立
に
当
た
り
、
寺
号
と
木
仏
の
免
許
を
得
る
た
め
、
藩
の

寺
社
所
へ
添
状
の
発
給
を
願
い
出
た
、
元
禄
三
年
（
エ
ハ
九
〇
）
四
月

⑦
る
。

一
日
付
の
上
申
書
の
控
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
に
そ
れ
を
引
用
す

［表3］　融来』にみる真宗寺院の創建・寺号許可年算

所在地 寺院　　　　創建年　　　開祖没年　改宗　寺号許可年

三隅村 東雲寺

@善寺

@国二

ｲ恩寺

ｼ福春

孖y寺

ｩ照寿

ｾ恩寺

ﾉ楽寺

寛永年中

i禄2

蜍揩Q

ｳ亀3

鼬c長2

V正6

ｾ応年中

正保元

V正18

ｳ禄3

c長元

i正9

ｰ永15

ｳ和2

V文19力

梔i18

｝
　
一
一
不
明
真
言
宗
…
一
…

一皿

鼈
黶
c
貞
享
2
｝
㎜
…通浦 真光寺 慶長5 慶安3 真言宗

㎝
青海村 清福寺 元禄3 元文3 律宗

…
瀬戸崎浦 上騰寺

�ﾝ寺

蜿ﾆ寺

大内政弘公御時代

ｰ永元

ｶ明年中

天文4

ｰ文9

ｾ応9

一
一
一

一万治元

深廻村 光浄寺

P正寺

菶?寺?

@蓮寺

a宝寺

ﾀ養寺

齒C五

ｾ専寺

不明

V正上申力

ｳ和年中

ｶ明17

V文力

p天文3

一天正9

ｳ保3

蜑i3

i禄13

s明

V正16

ｾ応5

一真言宗

鼈鼈

一一

�

永18寛

i18寛

i17寛

ｶ7元

¥3貞

揩R寛

i12明

?３

山村� 念寺正

沁�
一�

禄4元

¥13�
一�

永17元

¥10

吉村� 雲寺�� 長3� �治2

居村� 教寺見

ｴ寺�

正13元

T3�
長17天

ｳ19�

台宗真

ｾ宗�

正13　

敷村� 臨調弘

闔將ｷ

ﾚ寺�

一享

ﾛ5�

宝2一

摯ﾛ9�

一真

ｾ宗�

文7寛

i14一

木村� 土寺� 明� 明� �永14

木村� 生寺� 永元� 文3� 言宗�

『由来壽所収の寛保元年の史料をもとに作成。「創建年」と「開祖没

年」は共に真宗寺院としてのそれを指す。「改宗」は真宗寺院創建以前

宗派を指す。「繍可」の主1纐纈寺。ト糠旧号載の意。
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近世真宗優勢地帯における浄土宗の思想的機能（上野）

　
　
　
　
　
申
上
候
事

　
　
　
一
　
青
海
嶋
古
寺
南
東
山
清
福
寺
往
古
者
律
宗
二
て
御
座
候
得
共
、
近
代
住
持
絶
、
無
住
二
て
御
座
候
、
青
海
嶋
之
者
共
も
悉
々
真
宗
二
て
旦
那
寺
遠
村

　
　
　
　
二
有
之
、
総
桜
嶋
之
儀
二
御
座
候
ヘ
ハ
風
波
等
之
時
分
地
下
入
難
儀
饗
宴
虫
押
、
右
之
清
福
寺
真
宗
寺
二
被
仰
付
議
下
候
様
こ
と
申
上
候
処
二
、
願

　
　
　
　
得
分
二
可
被
蓋
付
之
通
被
仰
渡
、
地
下
人
難
有
界
存
候
、
左
様
御
座
候
ヘ
ハ
清
福
寺
真
宗
二
成
候
儀
、
京
都
本
願
寺
直
末
二
黒
仰
付
可
被
下
候
、
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
　
　
持
之
儀
者
萩
明
円
寺
弟
子
智
急
冷
を
末
申
度
と
地
下
中
6
届
出
申
候
、
下
之
智
世
上
今
程
ハ
玄
翁
文
之
上
方
二
護
国
申
候
故
右
之
段
申
遣
候
処
二
、

　
　
　
　
於
望
ニ
ハ
下
り
可
申
と
被
申
越
護
摩
、
住
持
之
儀
者
弥
々
此
世
二
被
仰
付
可
被
下
候
、
本
尊
等
之
儀
本
寺
江
為
申
出
之
、
俗
人
此
節
指
上
せ
申
儀
二

　
　
　
　
御
座
候
条
、
寺
号
清
福
寺
駕
御
志
井
木
仏
御
免
被
遊
候
藩
学
御
寺
社
所
6
右
之
趣
御
添
状
被
進
之
被
下
翼
膏
土
と
奉
幹
候
条
、
此
段
御
沙
汰
被
成
可

　
　
　
　
被
下
候
、
以
上

　
　
　
　
元
禄
三
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
屋

　
　
　
　
　
四
月
朔
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
深
水
五
郎
兵
衛
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畔
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
郎
右
衛
門
㊥

　
　
　
　
　
　
　
村
田
四
郎
右
衛
門
殿

　
　
　
　
右
之
分
二
申
出
候
之
間
、
御
添
状
之
儀
御
沙
汰
被
成
可
被
遣
候
、
以
上

　
　
　
　
同
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
田
四
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
生
田
猪
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
当
寺
は
、
薬
師
如
来
を
本
尊
と
す
る
古
跡
（
清
福
寺
）
を
真
宗
寺
院
と
し
て
再
興
す
る
と
い
う
方
式
で
創
建
さ
れ
た
。
引
用
史
料
よ
り
、
寺

院
の
宗
旨
・
本
末
関
係
・
住
持
・
本
尊
・
寺
号
等
の
決
定
に
当
た
っ
て
「
地
下
中
」
が
主
体
性
を
発
揮
し
、
藩
の
許
可
を
得
た
上
で
、
本
寺
や
、

本
山
の
西
本
願
寺
等
の
許
可
を
得
る
べ
く
行
動
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
地
域
寺
院
の
建
立
を
通
じ
て
、
従
来
の
寺
檀
関
係
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よ
り
離
脱
し
、
新
た
な
寺
檀
関
係
の
下
で
の
社
会
生
活
を
構
築
し
て
ゆ
く
門
徒
集
団
の
自
律
的
共
同
性
を
示
し
て
い
る
。
檀
那
寺
が
遠
村
に
あ

り
、
島
に
居
住
す
る
門
徒
に
と
っ
て
風
波
の
時
分
は
特
に
難
儀
す
る
こ
と
が
寺
院
建
立
の
理
由
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
居
住
域
の

近
辺
に
位
置
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
た
寺
院
は
、
地
域
に
お
い
て
特
定
の
機
能
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
た

め
、
次
に
他
の
事
例
も
検
証
し
た
い
。

　
俵
山
村
の
真
宗
正
福
寺
の
建
立
に
あ
た
り
、
地
下
百
姓
二
一
名
の
連
判
に
よ
り
上
申
さ
れ
た
元
禄
五
年
三
月
二
八
日
付
の
願
書
冒
頭
に
は
、

「
私
共
旦
那
寺
は
美
祢
郡
厚
保
村
之
西
円
寺
二
而
御
座
候
、
先
祖
之
忌
日
命
日
寺
参
不
得
仕
、
死
人
な
と
御
座
候
節
ハ
七
、
八
里
遠
方
之
避
難

　
　
　
　
　
　
　
⑨

儀
仕
候
」
と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
葬
式
・
法
事
の
執
行
の
場
と
な
る
こ
と
が
寺
院
の
機
能
と
し
て
重
視
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、
「
朝
鮮
出
兵
」
時
の
水
夫
動
員
に
伴
い
荒
廃
し
た
大
日
三
浦
は
、
～
七
世
紀
を
通
じ
上
利
氏
を
中
心
と
し
て
復
興
さ
れ
た
が
、
一
方

で
、
外
地
か
ら
の
移
住
者
に
よ
る
真
宗
寺
院
建
立
に
向
け
た
運
動
も
展
開
し
た
。
そ
の
こ
と
を
示
す
享
保
七
年
（
一
七
～
三
）
＝
一
月
九
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
「
西
本
願
糠
蝦
末
寺
建
立
願
書
控
」
に
は
、
「
何
と
ぞ
一
斑
茂
御
座
候
ハ
・
親
先
祖
之
忌
日
こ
も
参
寺
焼
香
な
と
猿
楽
て
猟
漁
こ
も
罷
出
候

て
本
望
可
仕
と
年
来
奉
願
候
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
先
祖
の
忌
日
に
お
け
る
参
詣
が
、
寺
院
建
立
の
理
由
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
村
落
を

構
成
す
る
百
姓
の
家
に
と
っ
て
先
祖
の
法
要
を
行
う
寺
院
が
必
要
と
さ
れ
、
法
要
と
家
業
と
を
十
分
に
遂
行
で
き
て
こ
そ
「
本
望
」
で
あ
る
と

い
う
か
た
ち
で
、
百
姓
の
生
活
に
お
い
て
寺
院
が
不
可
欠
の
構
成
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
右
に
挙
げ
た
寺
院
建
立
願
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
真
宗
寺
院
の
性
格
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
。
一
八
世
紀
前
半
ま
で
に
建
立
さ
れ
た
真

宗
寺
院
の
多
く
は
、
同
～
村
内
の
檀
家
を
主
な
経
済
的
基
盤
と
す
る
独
立
度
の
高
い
寺
院
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
前
大
津
宰
判

地
域
で
は
、
大
部
分
の
民
衆
は
真
宗
と
寺
檀
関
係
を
結
び
、
葬
式
・
法
事
に
と
ど
ま
ら
ず
、
数
々
の
法
会
や
講
活
動
等
、
独
自
の
体
系
性
を
も

っ
た
行
事
が
年
間
を
通
じ
て
活
発
に
展
開
し
た
。
そ
れ
は
僧
侶
の
説
法
に
よ
る
教
説
伝
達
の
機
会
と
も
な
り
、
ま
た
宗
教
行
事
以
外
の
局
面
で

も
発
揮
さ
れ
る
門
徒
の
共
同
性
を
陶
冶
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
そ
れ
を
知
る
上
で
、
時
期
は
下
る
が
、
『
注
進
案
』
に
お
け
る
富
村
浦
の
「
風
俗
」
の
記
事
も
手
が
か
り
と
な
る
。
記
事
の
み
ら
れ
る
村
浦
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近世真宗優勢地帯における浄土宗の思想的機能（上野）

の
名
を
注
記
し
つ
つ
主
要
な
行
事
を
示
す
と
、
正
月
八
日
の
御
紐
解
（
青
海
村
・
深
河
村
）
、
二
月
と
八
月
の
彼
岸
会
（
三
隅
村
・
深
河
村
・
真
木

村
）
、
九
月
か
ら
＝
月
中
頃
に
か
け
て
僧
侶
を
家
に
招
い
て
仏
事
を
執
行
す
る
御
取
越
（
青
海
村
大
日
比
島
・
深
河
村
）
、
＝
月
二
八
日
ま
で

の
報
恩
講
（
全
村
浦
共
通
）
、
そ
し
て
毎
月
～
・
二
夜
ず
つ
在
家
で
催
さ
れ
る
寄
合
で
あ
る
御
講
（
青
海
村
大
臼
比
浦
・
深
河
村
）
、
毎
月
の
祖
師

（
親
鶯
）
命
日
と
西
本
願
寺
前
壁
忌
日
に
お
け
る
寺
院
参
詣
（
深
河
村
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
内
、
御
紐
解
・
彼
岸
会
・
報
恩
講
等
に
際
し

て
は
寺
院
で
読
経
や
説
法
が
行
わ
れ
、
門
徒
が
参
詣
し
た
。
ま
た
、
葬
式
は
檀
那
寺
に
頼
み
、
親
類
や
組
合
講
中
が
集
ま
っ
て
互
に
世
話
を
し

つ
つ
営
ま
れ
た
（
三
隅
村
・
通
浦
・
深
河
村
・
渋
木
村
・
真
木
村
）
。
～
方
、
出
産
の
後
に
は
御
宝
を
戴
く
（
御
宝
請
）
と
称
し
、
出
生
児
を
連
れ
て

檀
那
寺
に
参
詣
し
た
（
青
海
村
大
日
比
論
・
深
河
村
・
殿
居
村
）
。
青
海
村
大
B
比
浦
・
深
河
村
で
は
出
生
後
の
日
数
は
関
係
な
く
、
殿
居
村
で
は

出
生
後
百
日
を
過
ぎ
て
参
詣
す
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
出
産
後
の
社
参
を
代
替
す
る
行
事
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
門
徒
の
強
固

な
共
同
性
の
も
と
、
他
の
宗
教
的
要
素
と
併
存
し
つ
つ
も
真
宗
的
な
生
活
様
式
が
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
正
月
の
注
連
飾
を
付

け
ず
（
深
河
村
）
、
七
夕
祭
り
を
せ
ず
（
同
）
、
ま
た
出
産
後
の
氏
神
参
り
を
し
な
い
（
青
海
近
大
日
比
浦
・
深
河
村
）
と
い
う
、
霊
祭
的
行
事
か
ら

の
離
脱
と
し
て
現
出
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
「
説
法
を
も
先
年
迄
仕
来
候
へ
共
、
近
年
御
沙
汰
の
趣
に
て
説
法
は
止
留
年
」
（
深
河
村
、
御
取
越
の

記
事
）
と
あ
る
よ
う
な
在
家
説
法
の
禁
止
等
、
藩
か
ら
の
取
り
締
ま
り
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
な
お
、
深
河
村
の
真
宗
相
好
庵
（
湯
本
村
湯
の
畑
）
と
真
宗
阿
弥
陀
堂
（
境
川
村
）
に
関
す
る
『
注
進
案
』
の
由
来
書
に
は
、
天
保
一
四
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

（一

ｪ
四
三
）
の
「
淫
祠
」
解
除
政
策
の
際
に
、
地
下
中
が
こ
ぞ
っ
て
歎
願
し
、
撤
去
を
免
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
当
村
は
近
辺
に
一

派
の
寺
院
無
之
」
（
相
身
心
）
、
「
当
方
寺
院
無
御
座
託
言
に
」
（
阿
弥
陀
堂
）
願
い
出
た
と
い
う
文
言
か
ら
も
、
寺
院
の
み
な
ら
ず
最
寄
り
の
真
宗

の
雷
管
を
紐
帯
と
し
た
、
門
徒
の
地
縁
的
な
結
束
の
存
在
を
窺
い
う
る
。
『
注
進
案
』
で
は
真
宗
に
関
す
る
記
事
は
深
河
村
に
お
い
て
目
立
つ

が
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
特
異
な
内
容
で
は
な
く
、
細
か
な
差
異
は
あ
れ
当
時
～
般
に
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
真
宗
優
勢
の
状
況
は
、
前
大
津
宰
判
地
域
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
当
地
域
に
隣
接
す
る
他
の
宰
判
地
域
に
つ
い
て
も
同
様
の
指
摘
が
で

き
る
。
但
し
、
こ
の
よ
う
な
地
域
に
は
真
宗
以
外
の
宗
教
的
要
素
も
多
様
に
存
在
し
て
お
り
、
真
宗
門
徒
も
一
般
に
そ
れ
ら
と
交
渉
を
も
っ
て
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生
活
し
て
い
た
。
前
大
津
宰
判
地
域
で
は
、
中
世
以
来
の
有
力
寺
院
で
あ
る
泰
寧
寺
（
深
河
村
、
曹
洞
宗
）
や
能
満
寺
（
俵
山
村
、
真
言
宗
）
が
、

勢
力
を
弱
め
つ
つ
も
、
藩
の
庇
護
の
も
と
多
く
の
末
寺
・
子
院
を
抱
え
、
廻
章
や
仏
事
等
を
通
じ
て
中
世
と
は
異
な
る
形
態
で
影
響
力
を
行
使

し
て
い
た
。
ま
た
、
例
え
ば
青
海
村
で
は
、
正
月
八
日
に
瀬
戸
崎
浦
の
祇
園
社
大
宮
司
を
招
い
て
真
宗
清
福
寺
境
内
で
牛
安
全
の
祈
事
を
執
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
た
後
、
同
年
で
御
紐
解
が
催
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
真
宗
僧
侶
の
代
行
し
得
な
い
祈
薦
を
執
行
す
る
寺
院
や
神
社
、
ま
た
堂
庵
・
小

祠
等
も
含
め
、
各
種
現
世
利
益
等
を
担
う
多
様
な
宗
教
的
要
素
が
、
真
宗
門
徒
の
生
活
に
お
い
て
補
完
的
に
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

44　（826）

①
　
児
玉
は
、
豊
後
鶴
崎
專
想
寺
の
開
基
天
然
浄
祐
に
よ
る
布
教
活
動
と
、
一
六
世

　
土
中
後
期
に
お
け
る
畿
内
教
団
の
進
出
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
後
者
が
決
定
的
な

　
要
因
を
な
し
た
と
す
る
。
児
玉
『
近
世
真
宗
の
展
開
過
程
－
西
日
本
を
中
心
と

　
し
て
獅
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
）
第
一
章
、
同
門
周
防
・
長
門
地
域
に
お

　
け
る
真
宗
の
発
展
過
程
」
（
浄
土
真
宗
教
学
研
究
所
・
本
願
寺
史
料
研
究
所
編

　
門
講
座
漣
如
軸
第
五
巻
、
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
）
、
『
長
門
市
史
　
歴
史
編
㎞
W

　
⊥
二
、
等
を
参
照
。

②
　
　
『
長
門
市
史
　
歴
史
編
蜘
九
三
七
～
九
四
〇
・
九
四
七
～
九
五
〇
頁
他
。

③
清
福
寺
所
蔵
『
南
東
山
清
福
寺
累
代
家
譜
隔
（
長
門
市
仙
崎
青
海
、
原
漢
文
）
。

　
原
文
の
訓
点
に
よ
り
読
み
下
し
文
と
し
た
。
引
用
文
申
の
「
仙
崎
」
は
瀬
戸
崎
浦
。

　
な
お
、
後
に
み
る
清
福
寺
創
建
時
の
上
申
書
（
本
章
注
⑦
）
や
『
由
来
睡
（
三
六

　
六
頁
）
に
は
、
岡
寺
は
も
と
「
律
宗
」
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
州
注

　
進
案
』
（
一
三
九
頁
）
に
は
、
「
真
言
の
古
遊
」
と
あ
る
。
関
連
し
て
、
大
日
比
浦

　
の
西
円
寺
（
浄
土
宗
）
は
、
次
章
注
⑫
引
屠
史
料
や
建
立
時
の
願
書
等
（
阿
川
文

　
正
「
大
日
藤
西
円
寺
と
大
日
比
三
師
に
つ
い
て
」
〈
同
編
『
大
日
比
西
円
寺
資
料

　
集
成
〈
往
生
伝
之
部
〉
』
山
置
畳
仏
書
林
、
｛
九
八
一
年
〉
四
六
｛
～
四
六
一
二

　
頁
）
で
は
も
と
「
律
宗
」
と
あ
る
が
、
一
方
『
由
来
隔
（
王
六
三
頁
）
で
は
「
真

　
言
宗
」
、
咽
注
進
案
婦
（
＝
二
六
頁
）
で
は
「
真
言
宗
の
律
院
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
記
述
の
相
違
が
起
こ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、

　
両
寺
が
再
興
以
前
に
真
言
律
宗
の
影
響
下
に
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

④
『
山
口
県
史
料
』
近
世
編
法
制
上
（
山
口
県
文
害
館
編
集
・
発
行
、
一
九
七
六

　
年
）
七
～
頁
。

⑤
　
児
玉
前
掲
「
周
防
・
長
門
地
域
に
お
け
る
真
宗
の
発
展
過
程
」
二
九
六
～
二
九

　
八
頁
他
。
萩
の
清
光
春
を
惣
録
と
す
る
長
州
藩
の
真
宗
寺
院
は
、
藩
に
よ
り
興
正

　
寺
へ
の
与
力
を
命
じ
ら
れ
、
西
本
願
寺
派
に
属
し
た
。

⑥
『
上
利
家
文
書
輪
（
長
門
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
五
年
）
。
本
稿
で
は
長
門
市

　
所
蔵
の
原
文
書
よ
り
引
用
。
上
利
氏
は
も
と
大
内
氏
・
毛
利
氏
の
家
臣
で
、
江
戸

　
時
代
に
は
大
日
比
浦
の
年
寄
・
網
頭
等
を
務
め
た
。

⑦
「
上
利
家
文
書
扁
八
七
－
⑳
。
引
用
に
あ
た
り
抹
消
部
分
は
省
略
。
村
田
四
郎

　
右
衛
門
は
前
大
津
狂
宴
大
庄
屋
、
生
田
猪
右
衛
門
は
同
語
判
代
官
。

⑧
『
由
来
瞼
三
六
六
頁
他
。
こ
の
よ
う
に
廃
寺
の
寺
号
を
使
用
す
る
「
引
寺
」
は
、

　
寺
院
建
立
に
あ
た
っ
て
～
般
に
と
ら
れ
た
方
武
で
あ
る
。

⑨
明
注
進
案
』
三
七
五
～
三
七
六
頁
。

⑩
胴
上
利
家
藷
粥
」
八
七
－
⑲
。
但
し
、
こ
の
真
宗
寺
院
の
建
立
は
実
現
し
な
か

　
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
日
比
浦
は
｛
八
世
紀
後
期
以
降
、
西
円
寺
住
職
を
務
め

　
た
法
言
・
法
要
・
法
道
ら
の
布
教
活
動
に
よ
り
浄
土
宗
の
発
展
を
み
っ
つ
も
、
江

　
戸
時
代
に
は
浄
土
宗
・
真
宗
双
方
の
檀
越
が
併
存
し
た
。
こ
れ
ら
の
詳
細
は
別
稿

　
を
期
し
た
い
。



⑪
本
稿
で
は
、
天
保
改
革
を
推
進
し
た
藩
の
立
場
よ
り
編
修
さ
れ
た
点
に
も
留
意

　
し
つ
つ
門
注
進
案
師
を
用
い
て
い
る
。

⑫
門
注
進
案
㎞
二
九
三
頁
。

⑬
三
宅
紹
宣
『
幕
末
・
維
薪
期
長
州
藩
の
政
治
構
造
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
三

　
年
）
第
二
部
第
四
章
、
同
「
幕
葺
合
薪
期
長
州
藩
宗
教
政
策
と
民
衆
の
動
向
」

　
（
『
目
本
史
研
究
隔
四
六
四
、
二
〇
〇
一
年
）
等
を
参
転
義
。

⑭
『
注
進
案
』
一
二
一
買
。

第
二
章
　
鯨
回
向
の
成
立
と
機
能
一
士
社
会
に
お
け
る
浄
土
宗
の
高
揚

第
一
節
　
捕
鯨
業
の
発
達
と
鯨
測
向
の
成
立

近世真宗優勢地帯における浄土宗の思想的機能（上野）

　
真
宗
の
全
域
的
な
優
勢
化
と
時
期
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
、
一
六
世
紀
以
降
の
通
浦
・
大
日
曲
浦
・
瀬
戸
崎
欝
血
で
は
浄
土
宗
の
寺
院
も
建
立

が
進
展
し
、
後
に
も
確
認
す
る
よ
う
に
、
地
域
民
衆
を
檀
家
と
し
つ
つ
浦
の
経
済
活
動
と
も
密
接
な
関
係
を
有
し
た
。
こ
れ
ら
浄
土
宗
寺
院
の

創
建
時
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
大
日
比
浦
の
西
円
寺
を
除
き
、
史
料
的
に
明
ら
か
に
し
え
な
い
点
が
多
い
。
遠
寺
は
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）

に
同
浦
の
上
利
氏
一
族
が
「
発
願
主
」
と
な
り
、
通
浦
の
浄
土
宗
向
岸
寺
第
五
世
讃
誉
を
「
再
興
開
山
」
と
し
て
請
じ
て
建
立
さ
れ
た
（
棟
札

　
　
　
　
①

は
元
禄
｝
二
年
）
。
通
浦
と
瀬
戸
崎
浦
に
位
置
す
る
そ
の
他
の
浄
土
宗
寺
院
の
創
建
年
代
は
、
『
由
来
臨
に
よ
れ
ば
、
通
浦
の
向
岸
寺
が
文
禄
年

中
（
一
五
九
二
～
六
）
、
三
浦
の
正
議
寺
が
寛
永
＝
年
（
工
公
二
四
）
、
瀬
戸
量
子
の
極
楽
寺
は
文
亀
三
年
（
一
五
〇
三
）
、
同
士
の
円
融
寺
と
慈

眼
寺
は
そ
れ
ぞ
れ
天
正
元
年
（
～
五
七
三
）
、
文
禄
元
年
で
あ
る
。
以
上
の
寺
院
は
全
て
鎮
西
派
に
属
す
る
。
本
末
関
係
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、

向
岸
寺
は
萩
の
常
念
寺
（
知
恩
院
直
末
）
を
本
寺
と
し
、
正
福
寺
を
末
寺
と
す
る
。
一
円
寺
と
極
楽
寺
は
共
に
知
恩
院
直
直
で
あ
り
、
円
融
寺

と
慈
眼
寺
は
極
楽
寺
を
本
寺
と
し
て
い
る
。

　
以
上
を
踏
ま
え
本
節
で
は
、
近
世
に
展
開
し
た
新
た
な
動
向
に
仏
教
が
如
何
に
対
応
し
た
か
と
い
う
視
座
よ
り
、
一
七
世
紀
半
ば
以
降
の
捕

鯨
業
の
発
達
と
、
そ
れ
を
受
け
た
浄
土
宗
寺
院
に
お
け
る
鯨
回
向
の
成
立
に
つ
い
て
、
事
実
関
係
の
整
理
と
検
討
を
試
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
長
州
藩
地
域
の
捕
鯨
業
に
関
し
て
は
、
羽
原
又
吉
・
徳
見
光
三
・
河
野
良
輔
ら
に
よ
る
幾
つ
か
の
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
通
浦
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霜

と
瀬
戸
崎
浦
で
は
寛
文
・
延
宝
年
間
（
一
六
六
一
～
八
一
）
よ
り
、
従
来
の
縄
網
を
使
用
し
た
「
突
捕
り
捕
鯨
」
に
代
わ
っ
て
、
苧
環
の
中
に
鯨

を
追
い
込
ん
で
鈷
で
突
き
捕
る
「
網
捕
り
捕
鯨
」
が
、
単
組
と
い
う
組
織
に
よ
っ
て
大
規
模
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
通
浦
に
比
し
て
瀬
戸

崎
浦
で
は
比
重
が
下
が
る
と
は
い
え
両
浦
の
主
要
産
業
を
構
成
し
た
。
そ
の
経
営
形
態
は
、
浦
の
庄
屋
・
年
寄
等
が
網
頭
と
し
て
出
資
・
経
営

を
司
り
、
そ
の
下
で
浦
内
の
漁
民
が
捕
鯨
に
参
加
す
る
と
い
う
、
地
域
の
共
同
体
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
漁
期
は
概
ね
一
〇
月
か
ら
翌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

年
三
月
ま
で
で
、
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
や
セ
ミ
ク
ジ
ラ
を
は
じ
め
と
す
る
ヒ
ゲ
ク
ジ
ラ
類
が
捕
獲
さ
れ
た
。
藩
も
捕
鯨
業
の
興
隆
を
策
し
て
保
護
政

策
を
行
い
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
鯨
運
上
銀
や
鯨
油
上
納
等
を
得
た
。
心
組
の
網
頭
を
務
め
た
通
浦
の
早
川
氏
・
池
永
氏
・
栗
本
氏
、
瀬
戸
崎

浦
の
南
野
氏
・
寺
戸
氏
等
は
い
ず
れ
も
武
士
の
系
譜
に
属
し
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
紀
州
・
九
州
・
土
佐
等
各
地
の
捕
鯨
基
地
同
様
、

戦
国
期
水
軍
勢
力
の
近
世
以
降
に
お
け
る
捕
鯨
業
へ
の
移
行
と
い
う
事
態
が
あ
っ
た
。
な
お
、
大
日
長
浦
の
上
利
氏
も
瀬
戸
豊
浦
の
鯨
合
（
隣

組
の
株
）
を
有
し
た
。

　
捕
鯨
業
の
発
達
に
伴
い
、
通
浦
で
は
浄
土
宗
向
岸
雪
解
誉
ら
の
も
と
で
鯨
回
向
が
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
『
注
進
案
』
に
よ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ば
、
讃
誉
は
、
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
に
「
当
浦
中
」
の
「
二
世
安
楽
」
と
「
鯨
菩
提
」
の
た
め
に
寄
付
さ
れ
た
観
世
音
菩
薩
（
聖
観
音
）
の

木
像
を
、
浦
内
に
建
立
さ
れ
た
観
音
堂
に
安
置
し
た
。
そ
し
て
「
老
極
に
及
ひ
此
地
に
隠
居
」
し
、
朝
暮
怠
慢
な
く
「
鯨
観
一
切
魚
鱗
の
群
晶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

往
生
安
楽
の
廻
向
」
を
行
い
、
享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
）
六
月
一
六
日
に
「
春
秋
百
六
に
し
て
遷
化
」
し
た
（
こ
の
間
、
西
円
寺
建
立
。
注
⑫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

引
用
史
料
第
四
条
参
照
）
。
そ
れ
以
来
、
供
養
怠
り
な
く
、
毎
年
の
鯨
夕
暉
も
鱒
浦
恒
例
と
し
て
観
音
堂
に
て
執
行
し
て
い
る
と
い
う
。

　
ま
た
元
禄
期
以
降
、
位
牌
・
墓
・
戒
名
・
過
去
帳
を
伴
っ
た
鯨
の
供
養
形
態
が
定
着
を
み
せ
る
。
鯨
位
牌
と
、
鯨
の
胎
児
を
埋
葬
し
た
と
い

う
鯨
墓
は
、
元
禄
五
年
に
つ
く
ら
れ
た
。
過
去
帳
も
同
時
期
に
作
成
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
第
一
巻
相
当
分
は
山
蔓
れ
に
伴
い
紛
失
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

よ
う
で
確
認
し
え
な
い
。
現
存
す
る
内
で
最
も
古
い
『
鯨
観
過
去
帖
価
（
折
本
）
に
は
、
序
文
（
知
恩
院
義
山
撰
）
の
後
、
部
分
的
破
損
の
も
と

で
確
認
し
う
る
限
り
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
～
二
月
六
日
よ
り
天
保
九
年
（
～
八
三
八
）
二
月
一
六
日
ま
で
に
捕
獲
さ
れ
た
鯨
二
五
一
頭
前

後
の
戒
名
・
捕
獲
年
月
・
捕
獲
し
た
複
名
が
、
日
別
（
朔
日
を
欠
く
）
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
鯨
の
種
類
・
大
き
さ
・
捕
獲
場
所
・
捕
獲
時
刻
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等
も
散
見
す
る
。
次
に
、
「
弘
化
二
年
ヨ
リ
／
鯨
蜆
群
類
過
去
帳
／
観
音
堂
」
（
「
／
」
は
改
行
。
以
下
同
）
の
表
紙
を
も
つ
冊
子
（
一
番
鯛
群
類
過
去

帳
』
）
に
は
、
天
保
一
五
年
一
一
月
二
五
日
よ
り
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
正
月
＝
ハ
日
ま
で
に
捕
獲
さ
れ
た
鯨
八
四
頭
の
戒
名
と
捕
獲
年
月
が

日
別
に
記
載
さ
れ
て
い
る
（
昭
和
二
年
〈
一
九
二
七
〉
二
月
二
〇
日
に
捕
獲
さ
れ
た
～
頭
も
記
載
）
。
『
鯨
鯛
過
去
帖
』
に
は
浄
土
宗
の
伝
法
儀
礼
で
あ

る
化
他
五
重
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
「
誉
」
号
が
大
半
の
戒
名
に
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
冊
子
の
戒
名
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
戒

名
決
定
に
お
け
る
姿
勢
の
変
化
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
冊
子
の
戒
名
・
年
月
日
を
控
え
た
別
の
冊
子
の
表
紙
に
は
、
「
鯨
観
回
向

簿
第
三
巻
／
清
月
庵
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
文
字
通
り
第
三
巻
と
見
な
す
な
ら
ば
、
『
鯨
観
過
去
帖
』
が
第
二
巻
に
相
当
す
る
可
能
性
も
指
摘
で

き
る
が
、
但
し
両
者
の
間
に
は
、
長
く
て
七
年
近
く
の
空
自
が
あ
る
。
な
お
、
『
鯨
蜆
群
類
過
去
帳
』
の
末
尾
に
は
次
の
よ
う
な
定
書
が
付
記

さ
れ
て
お
り
、
幕
来
期
の
鯨
隅
向
の
実
態
を
窺
い
う
る
。

　
　
　
　
　
定

　
　
右
書
名
相
記
し
置
、
毎
朝
暮
勤
行
之
終
ニ
ハ
必
々
群
品
の
惣
廻
向
申
、
依
面
面
歳
六
月
廿
九
日
、
七
月
二
日
迄
三
日
三
夜
乃
直
読
経
念
仏
二
而
法
要
相
営

　
　
申
候
、
但
し
臨
時
観
音
堂
守
無
住
歎
、
上
田
差
支
り
有
之
候
醐
ニ
ハ
本
寺
（
向
岸
寺
一
筆
受
注
。
以
下
同
）
又
ハ
正
善
寺
二
而
茂
下
々
修
行
可
有
之
候
、

　
　
尤
地
下
鯨
方
役
人
衆
を
始
、
老
若
共
に
参
詣
念
仏
勤
修
可
有
之
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
某
謹
誌

　
日
々
の
圓
向
の
他
、
毎
年
六
月
一
元
日
よ
り
の
法
要
で
は
、
僧
侶
は
読
経
・
念
仏
を
行
い
、
ま
た
地
下
鯨
重
役
人
衆
（
網
頭
）
を
は
じ
め
老

若
共
に
参
詣
し
て
、
念
仏
が
勤
修
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
真
宗
門
徒
も
含
ま
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
参
詣
人
の
詳
細
を
知
り
う
る

史
料
は
確
認
で
き
な
い
。

　
通
園
の
み
な
ら
ず
、
鯨
回
向
（
或
い
は
鯨
供
養
）
は
瀬
戸
崎
浦
で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
『
注
進
案
』
に
は
、
鯨
位
牌
は
通
浦
向
岸
寺
抱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

観
音
堂
に
あ
る
と
共
に
、
瀬
戸
崎
浦
の
極
楽
寺
・
円
融
寺
・
普
門
寺
に
も
あ
っ
て
「
何
れ
も
三
月
に
供
養
あ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
供

養
」
は
明
治
以
降
も
存
続
し
、
『
山
口
縣
寺
院
沿
革
史
』
に
は
、
普
門
寺
で
は
春
に
「
鯨
供
養
」
が
、
極
楽
寺
で
は
四
月
に
「
鯨
回
向
」
が
執
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⑧

行
さ
れ
る
と
あ
る
。

と
こ
ろ
で
・
上
組
網
頭
の
家
は
・
殆
ど
が
浄
圭
示
の
有
力
檀
家
で
も
あ
っ
的
・
以
下
・
濡
の
事
例
を
も
と
に
・
捕
鯨
業
と
塗
宗
と
の
つ

な
が
り
に
つ
い
て
補
説
す
る
。
ま
ず
、
同
浦
の
網
頭
達
は
、
鯨
位
牌
や
鯨
墓
に
「
願
主
」
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
。
鯨
位
牌
の
裏
面
に
は
、

上
よ
り
「
元
禄
五
年
／
妊
五
月
十
二
日
」
、
「
隠
居
念
誉
上
人
／
現
住
松
誉
上
人
」
、
そ
し
て
「
願
主
」
の
下
に
「
山
田
孫
三
郎
／
池
永
藤
右

　
マ
マ
　

門
／
設
楽
孫
兵
衛
」
と
願
主
名
が
記
さ
れ
、
そ
の
下
に
「
諸
檀
那
中
」
と
あ
る
。
隠
居
の
念
誉
は
三
浦
の
浄
土
宗
向
岸
寺
第
六
世
、
現
住
の

歌
聖
は
同
寺
第
七
世
の
住
職
で
あ
る
。
一
方
、
鯨
墓
の
左
面
に
は
、
「
元
禄
五
年
妊
五
月
」
の
下
に
「
雷
雲
」
と
し
て
「
設
楽
孫
兵
衛
／
池
永

藤
名
工
門
／
早
川
源
右
工
門
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
位
牌
と
墓
に
記
さ
れ
た
願
主
達
の
檀
那
寺
は
、
い
ず
れ
も
向
岸
寺
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

鯨
の
位
牌
や
墓
の
成
立
に
は
、
浄
土
宗
の
有
力
檀
家
に
も
属
し
た
鯨
組
網
頭
達
が
中
心
的
に
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
鯨
回
向
を
執
行
し
、
ま
た
大
日
比
浦
の
浄
土
宗
西
円
寺
を
興
し
て
初
代
住
職
と
な
っ
た
讃
誉
が
、
通
勤
鯨
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

網
頭
の
池
永
氏
出
身
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
増
上
寺
蔵
『
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
』
第
五
二
冊
中
の
西
円
寺
の
条
に
は
、
讃
誉
自
身

が
星
国
石
州
銀
山
所
生
・
姓
者
野
村
氏
し
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
⑳
伝
承
の
内
容
は
疑
わ
し
い
・
と
は
い
え
・
そ
の
よ
う
な
伝
承
が
語
ら

れ
る
こ
と
自
体
に
、
当
地
域
の
捕
鯨
と
浄
土
宗
と
の
親
近
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
ま
た
、
鯨
組
の
「
鯛
網
取
立
」
に
あ
た
っ
て
は
、
延
宝
元
年
に
通
浦
の
浄
土
宗
正
福
寺
の
本
尊
薬
師
如
来
の
前
で
「
園
芸
」
を
行
い
、
そ
の

「
霊
験
」
に
よ
り
決
定
し
た
と
同
業
の
寺
伝
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
寺
の
存
立
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
同
寺
は
「
無
縁
寺
」
で
あ

る
と
共
に
「
国
家
安
全
当
浦
豊
饒
」
の
「
祈
願
所
」
で
も
あ
り
、
「
例
年
於
薬
師
前
鯨
取
の
漁
人
不
学
通
夜
等
仕
祈
願
を
裏
書
」
し
、
「
建
立
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

補
等
」
も
地
下
高
よ
り
調
達
し
て
い
た
。
美
浦
の
鯨
歌
に
「
薬
師
」
の
語
が
あ
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
に
、
浄
土
宗
は
回

向
以
外
の
現
世
利
益
的
領
域
を
も
管
掌
す
る
こ
と
で
、
捕
鯨
と
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
。
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第
二
節
鯨
回
向
の
機
能

近世真宗優勢地帯における浄土宗の思想的機能（上野）

　
鯨
を
極
楽
往
生
さ
せ
る
鯨
回
向
は
、
浦
社
会
に
お
い
て
如
何
な
る
意
味
を
も
っ
た
の
か
。
本
節
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
、
地
域
民

衆
の
信
仰
に
つ
い
て
も
、
浄
土
宗
の
教
義
と
の
関
連
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
な
お
、
史
料
的
予
約
に
よ
り
、
考
察
の
対
象
は
通

浦
が
中
心
と
な
る
。

　
同
浦
の
鯨
位
牌
と
鯨
墓
の
正
面
に
は
、
共
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
南
無
阿
弥
陀
仏
離
舗
雛
鱈

　
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
下
の
銘
文
（
業
尽
き
し
有
情
、
放
つ
と
難
も
生
せ
ず
、
故
に
人
天
に
宿
し
て
、
同
じ
く
仏
果
を
証
せ
し
め
ん
）
は
諏
訪
の
神
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

で
あ
り
、
千
葉
徳
爾
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
狩
猟
民
の
唱
え
る
呪
文
と
し
て
多
様
な
得
り
を
伴
い
つ
つ
全
国
的
に
散
見
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
前
世
の
因
縁
で
宿
業
の
尽
き
た
た
め
に
捕
え
ら
れ
た
野
性
の
鳥
獣
は
、
再
び
放
し
て
お
い
て
も
長
く
は
生
き
ら
れ
ず
野
垂
れ
死
に
す
る
運
命

に
あ
る
の
だ
か
ら
、
人
間
の
体
内
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
と
同
化
し
て
成
仏
す
る
の
が
よ
い
」
と
い
う
の
が
、
そ
の
大
意
で

あ
る
と
い
う
。
諏
訪
の
神
文
は
人
間
の
食
物
と
な
る
こ
と
を
鳥
獣
魚
類
に
諭
す
引
導
の
句
で
あ
る
が
、
肉
食
は
殺
生
を
前
提
と
す
る
か
ら
、
前

者
の
罪
の
否
定
は
後
者
に
も
及
び
、
両
者
が
混
同
さ
れ
る
事
態
も
生
じ
た
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
な
殺
生
・
肉
食
の
罪
を
否
定
す
る
思
想
が
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
躍
浄
土
宗
の
救
済
信
仰
の
も
と
に
あ
っ
て
完
結
さ
れ
て
い
る
の

が
、
銘
文
の
思
想
的
特
色
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
念
仏
に
よ
っ
て
人
間
や
鯨
等
の
極
楽
往
生
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
は
、
諏
訪
の
神
文
に
お
け
る
殺

生
・
肉
食
の
罪
の
否
定
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
鯨
位
牌
と
鯨
墓
に
は
、
念
仏
の
功
徳
に
よ
っ
て
鯨
を
極
楽
往
生
さ
せ
、
そ

れ
に
よ
っ
て
鯨
を
殺
し
食
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
思
想
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
捕
鯨
を
生
業
と
す
る
漁
民
達
を
影
響
下
に
お
い
た
思

想
を
示
し
て
い
よ
う
。
前
節
で
引
用
し
た
『
鯨
観
群
類
過
去
帳
』
末
尾
の
定
書
に
お
い
て
、
僧
侶
が
読
経
・
念
仏
を
行
い
地
域
民
衆
が
念
仏
を

勤
修
す
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
地
域
民
衆
に
と
っ
て
回
向
と
は
他
な
ら
ぬ
念
仏
を
意
味
し
て
い
た
。
な
お
、
瀬
戸
崎
浦
の
極
楽
寺
の
鯨
位
牌

49　（831）



も
同
一
の
銘
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
通
浦
と
同
様
分
思
想
が
共
有
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
鯨
回
向
は
、
数
頭
単
位
で
捕
獲
し
、
な
お
か
つ
殺
生
に
よ
る
罪
悪
の
自
覚
を
強
く
伴
っ
た
捕
鯨
独
自
の
生
業
形
態
と
、
念
仏
等
の
自
己
の
功

徳
に
よ
り
自
他
を
救
済
し
う
る
と
す
る
浄
土
宗
の
回
向
観
と
が
結
合
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
。
捕
鯨
の
罪
悪
意
識
や
鯨
の
供
養
は
、
近
世
の
捕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

鯨
基
地
に
お
い
て
広
く
み
ら
れ
た
現
象
で
あ
り
、
捕
鯨
に
ま
つ
わ
る
伝
承
に
つ
い
て
も
、
各
地
で
類
似
の
事
例
を
確
認
で
き
る
。
他
の
捕
鯨
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

地
と
同
様
、
通
浦
や
瀬
戸
崎
浦
の
網
捕
り
捕
鯨
に
お
い
て
も
、
子
連
れ
鯨
が
標
的
と
し
て
特
に
重
視
さ
れ
た
が
、
そ
の
捕
獲
は
罪
悪
の
自
覚
を

特
に
随
伴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
両
浦
を
含
む
大
津
郡
域
の
地
誌
で
あ
る
『
大
津
郡
志
』
に
は
、
子
連
れ
鯨
を
標
的
と
す
る
捕
獲
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

態
に
関
わ
る
、
次
の
よ
う
な
伝
承
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　
大
津
郡
仙
崎
懸
字
白
話
に
、
殿
村
某
と
い
ふ
素
封
家
が
み
た
。
鯨
組
を
経
営
し
た
が
、
猟
が
な
い
の
で
困
っ
て
み
た
。
あ
る
晩
の
夢
に
、
「
明
日
は
子
鯨

　
　
を
つ
れ
て
こ
の
沖
を
通
る
が
、
ど
う
ぞ
子
鯨
だ
け
は
、
捕
え
ぬ
や
う
見
の
が
し
て
く
れ
、
そ
の
代
り
、
帰
り
道
に
は
、
屹
度
こ
の
夫
婦
が
お
前
の
網
に

　
　
か
・
り
、
突
か
れ
て
果
て
る
か
ら
」
と
頼
ん
だ
。
が
翌
日
、
殿
村
は
鯨
の
親
子
も
ろ
と
も
捕
殺
し
た
の
で
、
そ
の
家
は
鯨
の
崇
り
で
運
が
わ
る
く
な
り
、

　
　
つ
ひ
に
家
が
傾
い
て
、
今
で
は
全
く
跡
方
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
こ
で
は
「
親
子
も
ろ
と
も
捕
殺
」
さ
れ
た
「
鯨
の
捻
り
」
に
よ
る
、
「
素
封
家
」
殿
村
家
の
断
絶
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
捕
鯨
に
よ

る
巨
利
の
追
求
は
、
罪
悪
意
識
と
表
裏
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
類
似
す
る
伝
承
は
他
の
捕
鯨
基
地
で
も
確
認
で
き
、
網
捕
り
捕
鯨
を
め

ぐ
る
意
識
の
一
端
を
伝
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
翻
っ
て
、
通
浦
の
浄
土
宗
が
管
掌
し
た
思
想
多
機
能
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
そ
れ
は
ま
ず
回
向
に
よ
る
人
や
鯨
の
極
楽
往
生
で
あ
り
、
次

い
で
、
廿
里
寺
に
つ
い
て
先
述
し
た
よ
う
に
、
捕
鯨
業
の
繁
昌
を
含
む
現
世
利
益
で
あ
っ
た
。
宗
教
施
設
も
機
能
に
応
じ
て
一
定
の
分
化
を
み

せ
る
が
、
そ
れ
ら
の
機
能
は
必
ず
し
も
厳
格
に
は
区
別
さ
れ
ず
、
観
音
堂
の
「
二
世
安
楽
」
の
機
能
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
融
合
さ
れ
る
場
合
も

あ
っ
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
れ
ら
は
、
先
の
伝
承
の
よ
う
に
「
鯨
の
崇
り
」
に
よ
っ
て
家
が
没
落
す
る
事
態
の
対
極
を
示
し
て
お
り
、

ま
さ
に
浦
社
会
の
安
定
的
存
続
の
思
想
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
鯨
回
向
は
、
鯨
を
極
楽
往
生
さ

50　（832）



近世真宗優勢地帯における浄土宗の思想的機能（上野）

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
殺
生
を
前
提
と
す
る
捕
鯨
へ
の
罪
悪
意
識
を
克
服
し
、
捕
鯨
業
の
正
当
化
に
寄
与
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
故
に
、
捕

鯨
業
を
主
要
産
業
と
す
る
浦
社
会
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
不
可
欠
の
も
の
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
鯨
圓
向
を
浦
の
行
事
と
し
て
催
し
、

網
頭
達
が
「
願
主
」
の
座
を
占
め
る
こ
と
は
、
浦
共
同
体
の
統
率
の
維
持
・
強
化
と
し
て
も
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
浄
土
宗
の
教
え
を
掌

る
寺
僧
の
も
と
、
鯨
回
向
は
網
頭
層
を
は
じ
め
網
子
層
に
よ
っ
て
も
担
わ
れ
、
教
学
的
知
識
は
別
と
し
て
も
、
鯨
を
極
楽
往
生
さ
せ
る
と
い
う

回
向
の
機
能
に
限
れ
ば
、
階
層
を
越
え
て
共
有
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
で
確
認
し
え
た
よ
う
に
、
一
八
世
紀
以
後
の
前
大
津
並
判
地
域
は
全
域
的
に
真
宗
優
勢
地
帯
と
し
て
展
開
し
た
が
、

そ
の
一
方
で
、
通
解
・
大
日
比
浦
・
瀬
戸
崎
浦
等
で
は
真
宗
の
み
な
ら
ず
浄
土
宗
も
民
衆
的
基
盤
を
有
し
て
存
立
し
た
。
浄
土
宗
東
予
寺
の
位

置
す
る
三
隅
村
野
波
瀬
浦
（
【
地
図
］
参
照
）
も
そ
の
周
縁
部
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
浦
で
は
組
織
的
捕
鯨
を
含
む
漁
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

が
民
衆
の
主
た
る
生
業
で
あ
り
、
網
頭
層
と
も
結
び
つ
い
た
浄
土
宗
が
近
世
後
期
に
向
け
て
発
展
し
た
。
通
客
で
は
網
捕
り
捕
鯨
の
発
達
に
伴

い
、
位
牌
・
墓
・
戒
名
・
過
去
帳
を
伴
っ
た
独
自
の
鯨
國
向
が
成
立
し
、
瀬
戸
崎
浦
で
も
鯨
位
牌
が
作
ら
れ
回
向
が
営
ま
れ
た
。
ま
た
、
鯨
回

向
を
執
行
し
た
讃
誉
が
初
代
住
職
と
な
っ
た
大
日
留
浦
の
黒
円
寺
で
は
、
民
衆
の
生
活
に
即
し
た
活
発
な
布
教
活
動
に
よ
っ
て
後
に
「
大
日
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

三
師
」
と
仰
が
れ
る
に
至
っ
た
、
法
岸
・
法
洲
・
法
道
が
住
職
を
務
め
る
こ
と
と
な
る
。
次
章
で
は
、
浄
土
宗
の
回
向
に
つ
い
て
、
鯨
回
向
以

外
．
の
事
例
に
も
視
野
を
広
げ
、
ま
た
真
宗
と
思
想
論
的
に
対
比
し
つ
つ
、
更
な
る
検
討
を
試
み
て
ゆ
き
た
い
。

①
『
由
来
』
三
六
三
⊥
二
六
四
頁
他
。

②
羽
原
又
吉
『
日
本
漁
業
経
済
史
騙
上
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
）
、
徳
見

　
光
三
『
長
州
捕
鯨
考
㎞
（
関
門
民
芸
会
、
一
九
五
七
年
）
、
噸
長
門
市
史
　
歴
史

　
編
隔
阻
－
八
（
河
野
良
輔
執
筆
）
他
。
捕
鯨
の
統
計
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
異
同

　
を
含
む
が
木
村
清
治
「
鯨
の
過
去
帖
一
珍
ら
し
い
捕
鯨
統
計
」
（
『
鯨
研
通
信
睡

　
⊥
ハ
＝
｝
、
　
一
九
五
山
丁
年
）
、
長
門
市
史
編
集
委
目
ハ
A
耳
門
『
長
門
出
田
史
　
民
松
四
川
臨
（
長

　
門
市
、
一
九
七
九
年
）
二
六
二
～
二
六
四
買
、
吉
積
久
年
「
走
り
と
盗
み
と
差
火
、

　
鶴
と
鯨
－
天
和
二
。
三
年
御
留
守
居
所
日
記
を
読
む
」
（
『
山
口
県
文
轡
館
研
究

　
紀
要
』
二
一
、
一
九
九
四
年
）
、
吉
本
一
雄
萬
御
当
職
所
日
記
』
に
記
載
さ
れ
た

　
捕
獲
鯨
」
（
一
）
・
（
二
）
（
『
山
口
県
立
山
口
博
物
館
研
究
報
告
睡
二
二
・
二
三
、

　
一
九
九
六
・
七
年
）
、
石
川
敦
彦
「
幕
末
期
北
浦
捕
鯨
統
計
」
（
欄
山
口
県
地
方
史

　
研
究
睡
七
八
、
一
九
九
七
年
）
等
を
参
照
。

③
『
長
門
市
史
民
俗
編
臨
二
五
九
・
二
六
三
～
二
六
四
頁
、
『
山
口
県
史
資

　
滋
藤
』
民
俗
一
（
山
口
県
編
集
・
発
行
、
二
〇
〇
二
年
）
七
〇
～
七
一
頁
他
。

④
『
由
来
』
三
六
〇
頁
。

⑤
『
注
進
案
㎞
一
〇
九
頁
。
な
お
、
哩
由
来
㎞
所
収
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
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九
月
付
の
西
円
寺
由
来
書
に
は
、
讃
誉
は
「
享
保
十
九
寅
十
一
月
十
六
日
於
通
浦

　
観
音
堂
遷
化
」
と
あ
り
（
三
六
五
頁
）
、
「
享
保
十
九
年
寅
六
月
十
六
日
掛
と
す
る

　
『
注
進
案
臨
の
記
述
と
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
山
口
県
文
書
館
所
蔵
の
両
香

　
の
原
本
（
「
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
」
の
寺
社
由
来
＝
二
五
四
及
び
瓜
土
注
進
案
三

　
五
〇
）
に
お
い
て
既
に
記
述
が
異
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
向
岸
考
と
西
円
寺
の
過

　
去
帳
は
共
に
享
保
一
九
年
＝
月
一
六
日
と
し
て
い
る
（
向
岸
寺
分
に
つ
い
て
は

　
松
村
賢
正
の
教
示
、
西
円
寺
分
に
つ
い
て
は
阿
川
前
掲
「
大
日
比
西
円
寺
と
大
日

　
比
三
師
に
つ
い
て
」
四
七
～
頁
に
よ
る
）
。

⑥
木
村
前
掲
「
鯨
の
過
去
帖
」
一
四
六
頁
、
進
藤
直
作
『
瀬
戸
内
海
周
辺
の
鯨
塚

　
の
研
究
』
（
生
田
区
医
師
会
、
一
九
七
〇
年
）
六
九
頁
、
糊
長
門
市
史
　
歴
史
編
』

　
九
六
八
・
一
〇
三
七
～
一
〇
三
八
頁
。
現
在
、
位
牌
と
過
去
帳
は
向
岸
寺
に
安
置

　
さ
れ
、
鯨
墓
は
清
月
庵
（
観
音
堂
）
境
内
に
立
っ
て
い
る
。

⑦
噸
注
進
案
』
九
九
頁
。
普
門
寺
は
法
華
宗
で
、
元
禄
五
年
に
瀬
戸
崎
浦
の
寺
戸

　
氏
を
願
主
と
し
て
建
立
さ
れ
た
。
中
野
良
彦
門
仙
崎
の
江
戸
時
代
『
寺
戸
家
文

　
書
臨
考
」
（
咽
郷
土
文
化
な
が
と
睡
一
五
、
長
門
市
郷
土
文
化
研
究
会
、
二
〇
〇
三

　
年
）
を
参
照
。

⑧
可
児
茂
公
器
『
山
口
縣
寺
院
沿
革
史
隔
（
山
口
縣
寺
院
沿
革
史
刊
行
会
、
～
九

　
三
三
年
）
一
八
二
～
一
八
四
頁
。

⑨
逓
浦
の
池
永
氏
・
栗
本
氏
・
設
楽
氏
・
早
川
氏
・
山
田
氏
ら
は
向
岸
寺
の
檀
家

　
で
あ
り
、
瀬
戸
崎
浦
の
重
村
氏
・
南
野
氏
・
松
尾
氏
ら
は
極
楽
寺
の
檀
家
で
あ
る
。

　
ま
た
、
瀬
戸
崎
浦
の
寺
戸
氏
・
塩
谷
氏
は
普
門
寺
（
法
華
宗
）
檀
家
で
あ
る
。
こ

　
の
点
、
調
査
に
あ
た
り
小
松
公
簿
・
吉
岡
泰
雄
よ
り
教
示
を
得
た
。

⑩
ま
た
、
向
岸
寺
の
墓
地
に
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
鯨
組
網
頭
の
早
川
源

　
治
右
衛
門
が
「
電
流
魚
鱗
群
霊
」
を
弔
う
た
め
に
建
立
し
た
地
蔵
菩
薩
坐
像
が
あ

　
る
（
河
野
良
輔
隅
長
州
・
北
浦
捕
鯨
の
あ
ら
ま
し
臨
長
門
大
津
く
じ
ら
食
文
化
を

　
継
承
す
る
会
、
二
〇
〇
五
年
、
七
四
頁
で
も
紹
介
）
。

⑪
　
綿
野
得
定
「
仏
教
と
児
童
福
祉
」
（
『
仏
教
福
祉
』
六
、
仏
教
大
学
仏
教
社
会
事

　
業
研
究
所
、
～
九
七
八
年
）
～
七
八
～
～
七
九
買
、
山
口
教
区
誌
編
纂
委
員
会
編

　
『
浄
土
宗
山
口
教
区
誌
葡
（
浄
土
宗
山
口
教
区
、
一
九
九
五
年
）
二
一
五
頁
、
河

　
野
前
掲
『
長
州
・
北
浦
捕
鯨
の
あ
ら
ま
し
㎞
七
九
頁
等
。
但
し
、
史
料
的
根
拠
は

　
示
さ
れ
て
い
な
い
。

⑫
増
上
等
史
料
編
纂
所
編
凹
増
上
寺
史
料
集
一
期
七
巻
（
増
上
寺
、
～
九
八
○

　
年
）
＝
二
二
二
頁
、
阿
川
前
掲
「
大
日
比
西
明
毒
と
大
日
比
軍
師
に
つ
い
て
」
四

　
六
六
～
四
六
八
頁
。
以
下
、
『
増
上
寺
史
料
集
騙
よ
り
当
該
部
を
引
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
長
門
国
大
津
郡
大
日
比
浦
　
本
慶
山
四
丁
寺
由
緒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
　
一
、
長
州
大
津
郡
三
隅
庄
大
B
土
浦
　
本
慶
山
西
円
寺
　
開
山
県
単
八
三

　
　
　
　
　
誉
春
随
、
元
禄
九
二
子
年
中
興
起

　
　
　
～
、
生
国
石
州
銀
山
所
生
、
姓
者
野
村
氏

　
　
　
一
、
剃
髪
之
所
、
長
門
大
津
郡
通
浦
向
岸
寺
貿
誉
弟
子

　
　
　
一
、
移
住
海
事
、
向
岸
寺
隠
居
之
後
、
当
寺
建
立

　
　
　
一
、
山
号
院
号
之
事
、
本
慶
山
天
龍
広
西
円
寺

　
　
　
　
　
右
往
古
律
宗
也
、
頽
破
歳
久
、
元
禄
丙
子
年
中
工
臨
太
守
、
起
立
堂
宇
、

　
　
　
　
　
改
宗
以
住
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
恩
院
末
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
円
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
　
　
　
　
元
禄
九
甲
子
天
九
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
三
誉
（
花
押
）

⑬
『
由
来
撫
三
六
一
頁
、
『
注
進
案
』
～
○
八
頁
。
引
用
部
は
『
注
進
案
隔
。

⑭
噸
注
進
案
輪
九
八
頁
、
『
長
門
市
史
民
俗
編
駈
　
〇
一
四
こ
〇
一
七
頁
。

⑮
千
葉
徳
爾
明
狩
猟
伝
承
研
究
㎞
（
風
間
書
房
、
一
九
六
九
年
）
五
五
六
～
五
七

　
一
頁
、
同
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
　
狩
猟
伝
承
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九

　
七
五
年
）
二
三
〇
～
二
三
二
頁
他
。
同
神
文
は
音
読
み
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ

　
た
。

⑯
本
稿
で
は
、
「
罪
悪
」
を
史
料
上
の
文
脈
に
即
し
つ
つ
、
歴
史
的
な
概
念
と
し

　
て
理
解
す
る
。
そ
れ
は
主
に
門
殺
生
」
等
の
行
為
を
指
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
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「
曲
り
」
を
齎
し
、
ま
た
「
堕
獄
」
を
含
め
「
極
楽
往
生
」
へ
の
支
障
と
な
る
と

　
考
え
ら
れ
た
。

⑰
進
藤
葡
掲
『
瀬
戸
内
海
周
辺
の
鯨
塚
の
研
究
』
、
多
田
穂
波
魍
明
治
期
山
口
県

　
捕
鯨
史
の
研
究
一
網
代
式
捕
鯨
と
そ
の
他
の
鯨
と
り
』
（
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九

　
七
八
年
）
第
五
章
第
二
節
、
吉
原
友
吉
可
融
南
捕
鯨
　
附
　
鯨
の
墓
隔
（
相
澤
文

　
庫
、
一
九
八
二
年
）
七
八
～
七
九
・
＝
二
五
⊥
ぼ
二
頁
、
森
田
勝
昭
魍
鯨
と
捕

　
鯨
の
文
化
史
』
（
名
古
歴
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）
一
七
一
～
一
八
○
頁
、

　
大
隅
清
治
『
ク
ジ
ラ
と
日
本
人
』
（
岩
波
漸
書
、
一
δ
〇
三
年
）
八
六
一
九
四
頁
、

　
松
崎
憲
三
凹
現
代
供
養
論
考
ー
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
動
植
物
の
慰
霊
㎞
（
慶
友
社
、

　
二
〇
〇
四
年
）
第
二
章
第
一
～
三
節
、
山
下
渉
登
槻
も
の
と
人
聞
の
文
化
史
一
二

　
〇
－
工
　
捕
鯨
1
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
四
年
）
一
九
四
～
二
〇
五
頁
等

　
を
参
照
。

⑱
　
鉱
毒
・
瀬
戸
崎
浦
の
鯨
歌
に
も
「
子
持
ち
」
の
語
が
多
出
し
、
そ
の
重
要
性
を

第
三
章
　
浄
土
宗
の
回
向
と
真
宗

第
［
節
　
回
向
を
め
ぐ
る
浄
土
宗
と
真
宗
の
相
違
・
対
立

　
窺
い
う
る
（
『
注
進
案
幅
九
八
よ
五
四
頁
、
魍
長
門
市
史
　
民
俗
編
㎞
一
〇
一
四

　
～
一
〇
ニ
ニ
噌
貝
）
。

⑲
萩
原
新
生
欄
大
津
郡
志
臨
（
マ
ツ
ノ
書
店
、
【
九
八
六
年
、
初
出
一
九
四
九

　
年
）
二
三
四
頁
。

⑳
前
大
津
麗
日
地
域
の
沿
海
部
は
、
組
織
的
捕
鯨
の
本
格
的
展
開
を
み
る
通
浦
・

　
瀬
戸
燐
浦
と
、
捕
鯨
以
外
の
漁
業
活
動
や
廻
船
業
の
展
開
す
る
そ
の
他
の
浦
々
に

　
区
分
で
き
る
。
三
隅
村
野
波
瀬
浦
で
は
元
禄
六
年
目
捕
鯨
組
織
が
解
体
さ
れ
、
以

　
後
は
通
・
瀬
戸
崎
両
浦
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
銀
三
〇
〇
匁
の
逸
出
を
毎
年
受
け
た

　
（
噸
長
門
中
巾
史
　

歴
史
編
』
一
二
七
⊥
ハ
習
貝
）
。

⑳
　
彼
ら
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
丸
山
博
正
門
大
日
比
三
師
と
徳
本
行
者
の
教

　
化
に
つ
い
て
」
（
戸
松
啓
真
編
咽
徳
本
行
者
全
集
睡
第
六
巻
、
山
喜
手
占
書
林
、

　
一
九
八
○
年
）
、
阿
川
前
掲
「
大
日
比
西
円
寺
と
大
日
比
三
師
に
つ
い
て
」
、
噌
長

　
門
市
史
　
歴
史
編
翫
九
七
一
一
九
七
四
・
九
九
七
～
～
○
〇
四
頁
等
を
参
照
。

　
通
浦
の
真
光
寺
や
瀬
戸
崎
浦
の
遍
照
寺
・
浄
潔
寺
・
西
覚
寺
等
を
は
じ
め
と
す
る
沿
海
部
の
真
宗
寺
院
で
は
、
鯨
法
会
（
或
い
は
鯨
法
要
等
）

が
年
中
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
始
期
は
近
世
に
遡
る
と
思
わ
れ
る
が
、
当
時
の
状
況
は
定
か
で
な
い
。
と
は
い
え
基
本
的
に

は
、
阿
弥
陀
如
来
の
功
徳
を
称
賛
す
る
賛
歎
供
養
と
し
て
展
開
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
事
実
、
浄
土
宗
の
鯨
回
向
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

位
牌
・
墓
・
戒
名
・
過
去
帳
等
に
つ
い
て
も
、
近
世
段
階
で
は
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
沿
海
部
の
寺
院
で
は
、
門
徒
で
あ
る
漁
民
の
生
業
に
規
定
さ
れ
て
魚
供
養
、
或
い
は
魚
法
会
の
営
ま
れ
る
寺
院
が
あ
る
。
例
え
ば
、
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②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

三
隅
村
野
波
瀬
浦
に
は
極
楽
寺
（
真
宗
、
正
徳
元
年
〈
一
七
＝
〉
寺
号
免
許
）
と
不
善
寺
（
浄
土
宗
、
元
禄
～
五
年
〈
一
七
〇
二
〉
建
立
）
の
二
ヵ
寺

が
あ
る
が
、
尼
寺
と
も
浦
内
の
漁
民
を
門
徒
の
中
核
と
し
て
お
り
、
年
中
行
事
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
魚
法
会
、
魚
供
養
が
営
ま
れ
て
き
た
。
こ
れ

ら
の
始
期
も
近
世
に
求
め
ら
れ
よ
う
が
、
当
時
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
。
近
状
で
は
、
極
楽
寺
の
魚
法
会
に
は
漁
業
者
が
集
ま
り
読
経
と
法
話

　
　
　
④

が
催
さ
れ
、
一
方
、
東
善
寺
で
は
施
餓
鬼
会
の
際
に
魚
供
養
が
催
さ
れ
た
。
煙
寺
の
魚
供
養
は
、
漁
業
に
お
い
て
捕
獲
し
た
魚
類
を
極
楽
往
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

さ
せ
る
た
め
の
行
事
で
あ
り
、
讃
歎
供
養
と
し
て
執
行
さ
れ
る
極
楽
寺
の
魚
法
会
と
は
趣
旨
を
異
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
浄
土
宗
と
真
宗
の
供

養
の
差
異
は
、
双
方
の
即
滅
観
の
差
異
に
起
因
し
て
い
る
。
浄
土
宗
の
回
向
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
位
牌
・
墓
・
戒
名
・
過
去
帳
等
を
伴
わ
な

い
と
い
っ
た
形
態
の
変
化
が
あ
る
が
、
そ
の
論
理
は
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
回
向
を
め
ぐ
る
両
三
の
対
立
に
つ
い
て
取
り
上
げ
よ
う
。
文
化
・
文
政
年
間
、
殿
敷
村
の
真
宗
門
徒
で
元
前
大
津
風
面
大
庄
屋
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

野
壷
蔵
（
源
蔵
）
と
、
大
日
比
浦
西
円
寺
法
洲
及
び
そ
の
信
者
と
の
間
で
、
多
く
の
僧
俗
も
巻
き
込
み
つ
つ
宗
論
が
展
開
し
た
。
宗
論
は
浄
土

宗
と
真
宗
と
の
信
者
争
奪
戦
の
様
相
を
呈
し
つ
つ
激
化
し
、
双
方
の
教
義
上
の
諸
問
題
を
中
心
と
す
る
多
様
な
論
点
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
が
、

そ
の
中
で
回
向
観
の
差
異
に
つ
い
て
も
狙
上
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
玄
蔵
は
『
専
修
念
仏
自
得
抄
』
（
文
化
八
年
く
一
八
一
じ
）
に
お
い
て
、
「
一
切
の
善
根
を
極
楽
に
回
向
す
る
等
の
事
、
我
等
か
所
行
は
、
仮

令
急
走
急
弔
し
て
頭
燃
を
は
ら
ふ
如
く
し
て
も
、
悉
く
雑
毒
の
善
也
と
説
給
へ
は
、
い
つ
れ
を
善
根
と
定
て
回
向
し
て
圓
向
発
願
心
を
成
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
う
ど
く

筋
道
も
知
ら
す
」
と
述
べ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
法
洲
ら
は
『
正
邪
不
可
詰
論
』
（
文
化
一
二
年
）
に
お
い
て
、
「
雑
魚
の
善
と
ハ
、
煩
悩
具
足
の

凡
夫
の
な
す
善
を
バ
す
べ
て
い
ふ
事
」
で
は
必
ず
し
も
な
い
と
し
、
善
導
の
『
観
無
量
寿
経
疏
』
を
引
用
し
つ
つ
「
雑
毒
の
善
と
ハ
虚
仮
の
行

業
を
の
給
へ
る
事
、
青
天
に
白
日
を
見
る
が
如
し
」
と
論
ず
る
。
そ
し
て
、
「
貧
瞑
邪
偽
を
か
ま
へ
さ
れ
バ
、
皆
往
生
の
数
に
入
る
」
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
ま
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

「
愚
禿
、
三
心
ハ
仏
所
具
の
心
、
凡
夫
の
所
作
旧
註
雑
毒
と
立
き
る
ハ
、
往
生
の
行
業
を
奪
ハ
ん
為
の
邪
網
」
で
あ
る
と
論
断
し
て
い
る
。
玄

蔵
が
我
々
の
所
行
は
全
て
「
雑
毒
の
善
」
で
あ
る
と
し
て
、
自
己
の
行
為
と
し
て
の
回
向
の
実
効
性
を
認
め
な
い
の
に
対
し
、
法
洲
ら
は
「
雑

曲
の
善
」
と
は
「
虚
仮
の
行
業
」
の
場
合
を
指
す
と
反
論
し
た
上
で
、
回
向
の
実
効
性
を
主
張
し
、
そ
し
て
高
鷲
の
所
説
は
往
生
す
る
た
め
の
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近世真宗優勢地帯における浄土宗の思想的機能（上野）

行
業
を
奪
お
う
と
す
る
も
の
だ
と
非
難
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
も
の

　
玄
蔵
は
更
に
『
朝
霞
弁
駈
（
文
化
～
三
年
）
で
、
「
和
尚
（
法
洲
）
、
我
か
真
宗
に
称
名
を
如
来
の
賜
也
と
い
ふ
を
誹
議
す
る
条
、
和
尚
の
念

　
　
　
　
ゑ
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
こ
う

仏
ハ
他
力
語
勢
の
行
に
あ
ら
ず
ん
ハ
、
果
し
て
自
力
造
修
の
行
な
る
べ
し
、
我
等
に
於
て
ハ
、
仏
辺
に
御
成
就
の
嘉
号
を
唱
ふ
る
に
よ
り
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

念
々
称
名
皆
是
レ
如
来
の
賜
也
と
領
知
せ
り
」
と
主
張
す
る
が
、
対
す
る
に
『
正
邪
強
筆
硯
』
（
文
化
；
一
年
）
で
法
洲
ら
は
、
真
宗
の
「
御
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ヅ
ラ

報
謝
」
に
つ
い
て
論
駁
し
た
後
、
「
給
金
」
所
有
の
問
題
を
例
示
し
て
「
モ
ト
ハ
主
人
ノ
財
宝
ナ
レ
ド
モ
。
譲
レ
テ
ハ
彼
が
物
ナ
ル
三
明
シ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ク
リ
ア
ツ

今
モ
亦
カ
ク
ノ
如
ク
。
此
円
満
ノ
功
徳
ハ
。
モ
ト
如
来
ノ
永
劫
二
造
聚
メ
タ
マ
ヒ
タ
ル
事
ナ
レ
ド
モ
。
譲
与
セ
ラ
レ
テ
ノ
後
ハ
。
行
者
ノ
功

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

徳
ニ
ナ
ル
ト
二
二
。
何
ノ
ア
ヤ
シ
キ
素
読
ア
ル
ヤ
」
と
い
っ
て
批
判
し
て
い
る
。
揚
々
は
称
名
を
如
来
か
ら
の
賜
物
と
捉
え
、
功
徳
を
生
ず
る

行
で
あ
る
と
す
る
立
場
を
自
力
と
し
て
退
け
る
。
一
方
、
七
重
ら
は
、
あ
く
ま
で
も
行
者
の
功
徳
に
よ
る
極
楽
往
生
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
の
深
入
り
は
避
け
る
が
、
右
に
挙
げ
た
部
分
か
ら
も
浄
土
宗
と
真
宗
と
の
回
向
観
の
梢
違
を
明
瞭
に
窺
い
う
る
。
浄
土

宗
で
は
称
名
（
南
無
阿
弥
陀
仏
）
を
中
心
と
す
る
自
己
の
功
徳
に
よ
る
極
楽
往
生
（
称
名
↓
極
楽
往
生
）
が
示
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
真
宗
で
は

極
楽
往
生
の
た
め
の
功
徳
の
行
使
主
体
は
阿
弥
陀
如
来
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
。
真
宗
教
義
に
お
い
て
称
名
は
、
功
徳
を
生
じ
極
楽
往
生
を

実
現
す
る
た
め
の
行
で
は
な
く
、
往
生
決
定
の
上
で
の
御
恩
報
謝
を
意
味
す
る
た
め
（
極
楽
往
生
↓
称
名
）
、
そ
の
功
徳
を
自
他
の
極
楽
往
生
の

た
め
に
振
り
向
け
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
浄
土
宗
の
回
向
の
よ
う
な
救
済
機
能
を
有
す
る
こ
と
は
な

い
の
で
あ
る
。

　
浄
土
宗
と
真
宗
双
方
の
回
向
観
の
相
違
は
、
近
世
後
期
に
お
い
て
前
大
津
宰
判
地
域
も
含
め
社
会
的
に
か
な
り
貫
徹
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
無
論
、
玄
蔵
や
法
洲
ら
の
言
辞
を
、
地
域
民
衆
の
信
仰
内
容
と
し
て
性
急
に
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
言
辞

が
教
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
容
易
に
は
否
定
で
き
な
い
影
響
力
を
門
徒
達
に
対
し
て
振
い
得
る
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
ま
た
何
よ
り
、

鯨
回
向
を
は
じ
め
と
し
て
実
際
に
社
会
的
機
能
を
担
っ
て
い
た
浄
土
宗
の
回
向
観
が
、
玄
蔵
に
よ
り
否
定
さ
れ
て
い
る
点
に
は
注
目
さ
れ
る
。

当
地
域
に
お
い
て
沿
海
部
を
中
心
に
存
立
意
義
を
有
し
た
浄
土
宗
の
回
向
観
は
、
真
宗
の
そ
れ
（
本
願
力
野
中
）
と
は
対
縢
的
に
異
な
る
も
の
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⑪

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
殺
生
へ
の
羅
処
に
み
る
浄
土
宗
の
有
力
姓

56　（838）

　
黒
円
寺
法
道
は
大
日
比
浦
民
衆
へ
の
「
御
垂
誠
」
（
天
保
＝
年
〈
一
八
四
〇
〉
頃
）
に
お
い
て
、
「
殺
生
を
生
業
と
す
る
」
こ
と
を
「
切
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

べ
き
こ
と
、
「
残
忍
な
る
殺
生
は
禁
ず
べ
き
事
」
等
を
訓
戒
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
箇
所
を
引
用
す
る
。

　
　
　
　
　
た
は
た
す
く
な
　
　
か
い
ひ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
っ
し
や
う
　
　
　
か
げ
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
げ
う
み
あ
く
し
や
う
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゃ
け
ん

　
　
当
村
出
田
嗣
少
き
海
浜
な
れ
ば
。
殺
生
を
家
業
と
せ
ざ
る
こ
と
を
得
ざ
れ
ど
も
。
三
楽
起
悪
正
見
。
意
楽
起
悪
邪
見
と
い
ふ
事
あ
り
。
か
く
殺
生
を

　
　
せ
い
げ
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
く
ユ
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ぷ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ
だ

　
　
生
業
と
す
る
は
。
固
よ
り
意
農
学
悪
な
れ
ど
も
。
か
・
る
悪
業
を
な
す
事
よ
と
塗
る
は
正
見
な
り
。
生
業
な
れ
ば
と
許
す
は
邪
見
な
り
。
此
正
邪
の
際

　
　
　
　
　
　
　
べ
ん
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
く
ふ
　

く
ハ
ん
け
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
の
　
つ
ミ
　
　
　

ち
か
ひ
　
ふ
ね
　

の

　
　
を
よ
く
く
弁
知
せ
ざ
れ
ば
。
往
生
の
得
不
に
関
係
す
る
一
大
事
な
り
。
彼
「
辛
き
ゆ
る
誓
の
船
に
乗
る
と
し
て
。
か
つ
に
の
り
た
る
火
の
車
か
な
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
む
　
　
　
　
　
　
え
　
　
　
　
　
　
な
　
　
せ
っ
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ざ
ん
に
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん

　
　
と
い
へ
る
。
本
願
ぼ
こ
り
と
な
る
こ
と
な
か
れ
。
恐
る
べ
し
慎
む
べ
し
。
又
已
こ
と
を
得
ず
し
て
為
す
殺
生
な
れ
ば
。
な
る
た
け
残
忍
な
る
殺
生
は
禁

　
　
ず
べ
き
事
な
り
。

　
「
生
業
な
れ
ば
と
許
す
は
邪
見
な
り
」
、
「
本
願
ぼ
こ
り
と
な
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
、
恐
ら
く
真
宗
へ
の
非
難
と
表
裏
一
体
を
な
す
こ
の

訓
戒
は
、
「
往
生
の
得
不
に
関
係
す
る
一
大
事
」
と
し
て
語
ら
れ
、
か
つ
て
の
宗
論
ほ
ど
露
骨
で
は
な
い
が
、
真
宗
の
堕
獄
を
示
唆
し
て
い
る
。

か
か
る
訓
戒
は
、
自
己
の
念
仏
等
の
功
徳
に
よ
る
自
他
の
救
済
を
教
義
に
お
い
て
否
定
す
る
真
宗
に
と
っ
て
、
強
力
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
な
り

う
る
。
真
宗
教
義
で
は
、
殺
生
し
た
生
類
を
救
済
す
る
た
め
の
回
向
の
行
使
は
認
め
ら
れ
ず
、
従
っ
て
、
右
の
「
御
惚
誠
」
が
突
き
付
け
る
殺

生
の
罪
悪
は
、
解
消
困
難
な
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
浄
土
宗
信
者
に
と
っ
て
法
道
の
「
黒
垂
誠
」
は
、
強
制
力
と
し
て
の
極
楽
往
生
の
論
理
が
内
在
す
る
こ
と
か
ら
も
、
深
刻
な
も
の
で

あ
る
に
相
違
な
い
。
し
か
し
浄
土
宗
の
回
向
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
を
極
楽
往
生
さ
せ
う
る
の
み
な
ら
ず
、
後
に
も
み
る
よ
う
に
、
殺
生
を

「
詫
る
」
上
で
、
ま
た
、
た
と
え
「
残
忍
な
る
殺
生
」
を
行
っ
た
場
合
で
さ
え
も
、
有
効
な
対
処
法
と
な
り
え
た
。
よ
っ
て
、
右
の
「
御
垂

誠
」
の
内
容
は
、
浄
土
宗
の
回
向
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
浄
土
宗
の
回
向
を
意
義
付
け
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と



近世真宗優勢地帯における浄土宗の思想的機能（上野）

い
え
る
。

　
　
か
い
ひ
ん
　
あ
つ
め
　
し
ょ
し
や
こ
と
ぐ
　
　
と
う
あ
ま
ね
か
い
ち
う
ぎ
ょ
り
ん
け
ち
え
ん
⑬

　
「
海
浜
の
小
石
を
集
て
名
号
を
書
写
し
。
　
悉
く
こ
れ
を
海
水
に
投
じ
て
。
偏
く
海
虫
魚
鱗
等
へ
結
縁
せ
ら
る
」
、
或
い
は
「
師
の
御
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

向
の
功
徳
に
よ
り
。
ロ
ハ
今
極
楽
に
往
生
す
る
な
り
」
と
い
っ
た
記
述
に
端
的
に
窺
わ
れ
る
浄
土
宗
の
回
向
は
、
殺
生
の
罪
悪
に
対
処
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
し
て
、
実
際
に
も
機
能
し
て
い
た
。
前
章
で
検
討
し
た
鯨
回
向
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
加
え
て
、
次
に
掲
げ
る
『
法
道
』
の
記
事
は
、
殺
生

が
齎
す
と
す
る
崇
り
を
解
消
す
る
上
で
も
、
圓
向
が
有
効
に
機
能
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
る
ふ
ゆ
か
よ
ひ
う
ら
　
　
ぎ
ょ
じ
ん
　
　
　
　
う
し
　
　
ふ
と
さ
　
　
　
　
か
い
だ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え

　
　
文
久
二
年
壬
戌
二
月
十
一
日
。
大
津
郡
吏
某
来
り
て
。
師
（
法
道
）
を
見
て
田
。
虫
前
通
浦
の
漁
人
等
。
牛
の
大
な
る
海
獺
（
ア
シ
カ
）
を
獲
た
り
し

　
　
　
　
　
　
れ
い
ニ
ん
だ
む
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
か
い
　
　
こ
と
　
　
　
　
　
か
い
て
い
　
　
こ
ん
ど
う
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き
り
ん
　
　
　
と
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
ほ
ふ

　
　
が
。
そ
の
霊
魂
至
り
を
為
せ
る
に
や
。
同
浦
の
近
海
。
事
な
き
に
海
底
を
騒
動
し
。
漁
人
感
症
鱗
を
も
捕
こ
と
を
得
ず
。
百
方
藩
法
な
ど
修
せ
し
か
ど
も
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
き
ち
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ニ
ぷ
　
　
せ
い
く
ハ
つ
　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
ぽ
う
　
　
　
　
　
　
　
た
と
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
ニ
ん
と
く
だ
っ

　
　
其
混
動
ま
す
く
劇
甚
に
し
て
。
漁
人
遣
悶
頗
る
生
活
の
道
に
絶
え
。
そ
の
困
乏
せ
る
こ
と
讐
る
に
も
の
な
し
。
よ
り
て
其
怨
生
得
脱
の
回
向
を
。

　
　
　
　
　
い
ら
い
　
　
　

ね
が
ハ
　
　
　
よ
ろ
　
　
　

つ
い
ふ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ
　
せ
つ
が
い
　
　
　
　
　
　
　
り
う
じ
ん

　
　
師
に
侮
嫁
せ
ん
。
輝
く
は
師
宜
し
く
其
追
福
を
修
す
べ
し
と
。
師
こ
れ
を
鞭
て
田
。
拙
僧
お
も
ふ
に
。
そ
は
罪
な
き
に
彼
を
殺
害
せ
し
を
も
て
。
龍
神

　
　
　
い
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
よ
ひ
う
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん

　
　
　
の
怒
れ
る
も
は
か
り
が
た
し
。
（
申
略
）
同
十
三
日
よ
り
一
七
日
追
善
別
行
を
ぞ
勤
修
せ
ら
る
。
（
中
略
）
こ
の
別
行
中
通
浦
は
い
ふ
も
さ
ら
な
り
。
近

　
　
コ
う
あ
ひ
っ
た
へ
　
　
ぐ
ん
さ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
ら
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ん
ま
ん

　
　
郷
相
伝
て
群
参
し
。
国
酒
よ
り
も
厚
き
供
養
あ
り
し
と
な
ん
。
」
師
こ
の
時
の
略
意
を
書
せ
ら
れ
て
云
。
（
申
略
）
一
天
清
朗
と
し
て
蓮
華
空
中
に
偏
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
　
　
　
　
　
　
あ
た
か
　
　
ま
ん
だ
　
ら
　
　
　
　
　
し
や
う
こ
ん
　
　
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
っ
た
　
　
か
い
だ
つ

　
　
せ
り
。
そ
の
蓮
華
一
々
光
明
を
放
て
る
こ
と
恰
も
曼
祭
羅
の
空
話
荘
厳
に
異
な
る
こ
と
な
し
。
覚
て
つ
く
ぐ
お
も
ふ
に
。
こ
は
全
く
海
獺
の
追
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
ょ
り
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
ん
れ
い
　
　
こ
と
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
う
ず
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
て
い

　
　
を
縁
と
し
て
。
一
切
魚
鱗
の
圓
向
せ
し
が
。
さ
は
魚
鱗
の
群
霊
も
悉
く
其
利
益
を
得
た
る
証
言
に
こ
そ
と
。
」
か
く
て
此
追
善
畢
ら
れ
し
ょ
り
。
海
底

　
　
お
の
つ
　
　
　
　
ち
ん
じ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ハ
つ
げ
ふ
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
ん
き
ん
い
よ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た

　
　
　
自
か
ら
鎮
静
し
。
漁
人
の
活
業
故
の
如
く
な
れ
り
こ
れ
に
よ
り
て
遠
近
弥
々
師
の
高
徳
を
慕
は
ざ
る
は
な
か
り
し
。
（
改
行
略
）
同
年
夏
。
師
の
た
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
ね
　
　
う
じ
や
う
　
　
け
ち
え
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
い
た
ん

　
　
　
ひ
け
る
は
。
明
年
は
先
師
承
事
上
人
（
法
洲
）
二
十
五
圓
忌
に
丁
ら
せ
た
ま
ヘ
バ
。
堅
く
有
情
に
結
縁
せ
ん
と
て
。
五
月
六
日
平
旦
。
名
号
千
余
枚
お

　
　
　
よ
び
礎
卿
齢
等
を
藤
ら
し
て
藩
．
乱
せ
ら
れ
。
継
熱
二
十
人
と
お
な
じ
く
。
早
言
を
欝
じ
て
念
仏
し
新
劇
名
号
袈
裟
等
を
催
．
し
つ
・
。
此
馬
添
麟
款
唱
眈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
ゑ

　
　
議
慶
長
の
離
。
磐
董
愚
な
る
を
署
し
て
。
欝
の
．
雌
．
に
帰
院
せ
ら
れ
き
。
点
播
徒
八
名
の
真
称
念
仏
凡
季
五
万
遍
な
り
し
。
・
は

　
　
ば
く
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
　
え
じ
う
り
ん
か
い
　
　
　
　
　
　
し
パ
く

　
　
莫
大
の
結
縁
な
り
と
。
師
も
す
“
う
に
喜
ば
れ
け
り
。
老
師
上
人
（
法
岸
）
曾
て
禽
獣
鱗
介
結
縁
の
た
め
に
。
屡
々
念
仏
し
た
ま
ひ
し
事
あ
り
。
今
師

　
　
　
　
は
う
ち
よ
　
　
な
ら
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
も
其
芳
濁
に
傲
ひ
た
ま
へ
る
に
な
ん
。
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こ
こ
で
は
法
道
に
よ
る
、
殺
生
さ
れ
た
ア
シ
カ
へ
の
回
向
が
、
漁
人
の
活
業
の
成
立
と
い
う
社
会
的
な
要
請
の
も
と
に
、
藩
の
命
令
を
受
け

て
行
使
さ
れ
て
い
る
。
念
仏
等
の
功
徳
に
よ
り
生
類
を
極
楽
往
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
浄
土
宗
の
回
向
は
、
そ
の
行
使
主
体
が
練
達

の
僧
侶
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
巨
大
な
効
力
を
発
揮
す
る
と
さ
れ
、
生
業
を
含
む
殺
生
の
罪
悪
に
対
処
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
を

安
定
的
に
存
続
さ
せ
る
と
い
う
固
有
の
思
想
的
機
能
を
担
い
得
た
の
で
あ
る
。
右
の
記
事
で
は
、
不
漁
と
い
う
現
実
が
、
崇
り
と
結
び
付
け
ら

れ
、
そ
れ
へ
の
有
効
な
対
処
法
と
し
て
回
向
の
行
使
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
不
可
解
」
な
現
実
社
会
の
問
題
が
宗
教
的
な
物
語
化

に
よ
っ
て
「
合
理
」
的
に
把
握
さ
れ
、
そ
れ
に
照
応
す
る
宗
教
的
過
程
を
通
じ
て
「
解
決
し
さ
れ
る
社
会
の
在
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
。
ま
た

引
用
部
の
後
段
は
、
法
道
ら
に
よ
る
海
上
を
巡
っ
て
の
回
向
の
様
子
や
、
法
岸
に
よ
る
禽
獣
や
魚
介
類
へ
の
回
向
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
、
生

類
を
広
く
対
象
と
し
た
回
向
の
実
態
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
。
浄
土
宗
の
圓
向
の
論
理
は
、
こ
の
よ
う
に
現
実
社
会
の
具
体
的
局
面
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

て
行
使
さ
れ
、
そ
の
「
有
効
性
」
を
一
つ
の
根
拠
と
し
て
社
会
的
な
存
立
意
義
を
示
し
得
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
通
・
大
日
比
・
瀬
戸
崎
浦
を
中
心
と
す
る
浄
土
宗
の
存
立
に
は
、
「
真
宗
の
優
勢
状
況
ゆ
え
に
浄
土
宗
が
発
展
す

る
」
と
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
構
造
が
見
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
殺
生
を
主
要
な
生
業
の
一
つ
と
す
る
地
域
に
お
い
て
、
真
宗
で
は
代
替
不

可
能
な
回
向
を
行
使
す
る
浄
土
宗
が
独
自
の
社
会
的
意
義
を
獲
得
し
つ
つ
存
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
他
地
域
の
事
例
も
視
野
に
入
れ
、
浄
土
宗
の
回
向
の
機
能
や
、
真
宗
を
含
む
他
宗
派
の
殺
生
へ
の
対
処
に
つ
い
て
、
若
干
の
展
望
と

考
察
を
試
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
前
大
津
宰
判
地
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
近
世
社
会
に
お
い
て
浄
土
宗
の
念
仏
の
滅
罪
機
能
は
、
有
力
な
地
位
を
確
保
し
つ
つ
展
開
し
た
。
そ
れ

は
山
野
の
狩
猟
に
対
し
て
も
発
揮
さ
れ
、
「
地
下
猟
師
の
射
獲
る
猪
鹿
の
耳
を
納
て
墓
所
を
築
き
、
殺
業
の
重
罪
を
除
か
ん
為
昼
夜
念
仏
回
向

　
　
　
　
⑱

無
退
転
執
行
」
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
一
方
、
捕
鯨
基
地
に
は
浄
土
宗
や
真
宗
以
外
の
仏
教
諸
派
も
分
布
し
て
お
り
、
鯨
の
追
善
供
養
を
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

う
こ
と
で
存
立
意
義
を
示
し
て
い
た
。
先
述
の
よ
う
に
、
瀬
戸
鼠
舞
の
普
門
寺
（
法
華
宗
）
で
も
鯨
供
養
が
執
行
さ
れ
て
い
た
し
、
長
州
以
外

の
捕
鯨
基
地
に
目
を
転
ず
る
と
、
例
え
ば
、
紀
州
太
地
浦
で
は
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
、
東
明
寺
（
臨
済
宗
）
の
境
内
に
鯨
供
養
塔
が
建
立
さ
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⑳

れ
た
。
ま
た
、
西
海
捕
鯨
の
基
地
の
～
つ
、
呼
子
浦
で
は
、
宝
暦
五
年
創
建
の
門
扉
禅
寺
（
龍
座
院
、
曹
洞
宗
）
に
お
い
て
念
仏
を
交
え
た
鯨
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

養
が
催
さ
れ
、
境
内
に
は
文
化
一
〇
年
と
天
保
二
年
に
建
立
さ
れ
た
鯨
供
養
塔
二
基
が
あ
る
。
加
え
て
、
長
州
先
大
津
宰
判
川
尻
浦
の
鯨
組
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

定
期
的
に
雇
い
入
れ
た
要
員
に
、
肥
前
名
護
屋
浦
の
曹
洞
宗
観
音
寺
の
檀
那
数
十
人
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
状
況
も
鑑
み
、
本
節
で
論
ず
る
と
こ
ろ
の
浄
土
宗
の
有
力
性
と
は
、
特
に
真
宗
に
対
す
る
有
力
性
を
意
味
す
る
。
さ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

『
注
進
案
』
に
お
け
る
前
大
津
玉
壷
深
河
村
の
「
瓜
俗
」
欄
に
は
、
五
月
の
行
事
の
一
つ
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　
サ
バ
ラ
参
り
と
申
、
新
麦
を
持
、
旦
那
寺
へ
参
詣
仕
候
、
是
は
麦
秋
よ
り
植
附
中
は
取
分
田
畠
に
て
諸
虫
を
殺
し
候
こ
と
多
く
候
へ
は
、
此
罪
を
消
候
た

　
　
め
と
村
老
共
申
伝
候

　
こ
の
「
サ
バ
ラ
参
り
」
は
、
真
宗
寺
院
に
お
け
る
現
在
の
「
虫
供
養
」
（
他
に
も
「
麦
法
座
」
等
、
呼
称
は
各
種
あ
る
）
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

新
麦
を
持
っ
て
檀
那
寺
へ
参
詣
す
る
の
は
、
麦
を
秋
よ
り
植
付
け
る
際
に
田
畠
で
諸
虫
を
殺
す
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
の
罪
を
消
す
た
め
で
あ

る
と
、
村
老
た
ち
は
言
い
伝
え
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
寺
院
で
の
法
会
が
、
滅
罪
の
た
め
の
行
事
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
、
門
徒

の
願
望
と
共
に
、
教
義
の
信
仰
に
お
け
る
変
容
の
可
能
性
を
も
示
唆
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
ま
た
、
関
連
し
て
『
河
内
屋
無
下
旧
記
』
に
お
け
る
「
虫
弔
ひ
の
事
」
と
題
す
る
記
事
は
、
人
の
犯
す
悪
行
の
中
で
、
五
戒
が
第
一
に
戒
め

る
殺
生
に
過
ぎ
る
答
は
な
い
だ
ろ
う
と
し
、
そ
れ
は
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
最
も
重
ん
ず
る
の
は
命
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
命
を
と
る
こ
と

は
不
便
な
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
耕
作
や
そ
の
他
の
生
活
の
場
面
に
お
い
て
、
様
々
な
虫
等
を
殺
す
罪
を
犯
し
て
し
ま
う
こ
と
は
避

け
ら
れ
な
い
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
感
）

　
　
此
故
に
田
家
の
民
、
村
中
道
場
に
集
て
、
一
と
せ
に
一
度
づ
・
載
量
ひ
と
云
法
事
を
行
ふ
事
、
山
中
方
に
は
所
々
に
是
有
由
人
の
か
た
れ
り
。
予
甘
心
の

　
　
余
り
聞
捨
に
せ
ん
事
道
に
非
。
謂
れ
共
本
願
寺
の
宗
門
に
左
様
の
事
行
ハ
れ
た
る
例
を
き
か
ざ
る
故
、
他
宗
の
道
心
者
達
を
頼
ミ
、
一
年
置
一
度
づ
・
虫

　
　
弔
ひ
の
法
事
に
、
｝
夜
念
仏
を
執
行
せ
り
。
其
利
益
有
事
や
ら
ん
、
な
き
事
や
ら
ん
し
ら
ず
。
唯
こ
ろ
し
た
る
虫
共
を
不
便
に
思
ふ
心
ざ
し
を
顕
ハ
す
迄

　
　
也
。
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こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
真
宗
門
徒
で
あ
っ
た
可
正
が
、
同
宗
に
お
い
て
「
虫
弔
ひ
」
が
執
行
さ
れ
な
い
た
め
、
他
宗
の
「
虫
弔
ひ
」
の

法
事
に
依
存
し
て
念
仏
を
執
行
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
可
正
は
、
そ
の
実
効
性
を
疑
う
姿
勢
を
見
せ
つ
つ
、
そ
れ
は
殺
し
た
虫
を
不
便
に

思
う
気
持
ち
を
表
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
お
り
、
他
宗
の
思
想
を
共
有
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
一
種
弁
解
め

い
た
記
事
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
求
め
ら
れ
つ
つ
も
真
宗
の
担
い
得
な
か
っ
た
機
能
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
先
述
の
手
職
禅
寺
は
、
も
と
は
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

宗
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
鯨
を
救
済
す
る
た
め
の
供
養
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
真
宗
は
他
力
主
義
の
も
と
、
捕
鯨
や
漁
業
等
、
生
業
に
お
け
る
殺
生
を
是
認
し
た
。
し
か
し
、
浄
土
宗
の
回
向
等
の
よ
う
に
、
殺
生
し
た
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

類
へ
の
直
接
的
な
対
応
を
通
じ
て
罪
悪
を
清
算
す
る
よ
う
な
機
能
を
果
た
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
真
宗
門
徒
の
他
宗
へ
の
依

存
や
、
例
え
ば
讃
歎
供
養
の
追
善
供
養
と
し
て
の
一
種
の
読
み
替
え
と
い
っ
た
、
教
義
の
信
仰
に
お
け
る
変
容
も
起
こ
り
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。

先
述
の
真
宗
寺
院
で
の
鯨
法
会
・
魚
区
下
等
も
後
者
の
よ
う
な
事
態
を
生
じ
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
殺
生
へ
の
対
処
に
お
い
て
、
浄
土
宗
は
真
宗
よ
り
も
有
力
な
地
位
を
確
保
し
得
た
と
い
え
る
。
但
し
、
浄
土
宗
で
あ
る
か
ら

と
い
っ
て
誰
で
も
十
全
に
対
処
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
練
達
し
た
行
者
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
僧
侶
の
存
在
を

正
当
化
す
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
た
の
で
あ
る
。
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①
　
　
『
注
進
案
㎞
に
よ
れ
ば
、
真
光
寺
と
遍
照
寺
は
そ
れ
ぞ
れ
天
和
二
年
（
一
六
八

　
二
）
と
寛
永
［
五
年
（
一
六
三
八
）
に
木
仏
免
許
（
一
〇
八
・
［
六
九
頁
）
、
西

　
覚
寺
は
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
に
引
地
建
立
（
～
七
〇
頁
）
。
ま
た
、
児
玉
識

　
「
近
世
仏
教
の
地
域
的
展
開
…
長
州
の
ば
あ
い
一
大
津
郡
大
日
比
、
通
両
浦

　
と
浄
土
宗
」
（
『
歴
史
公
論
』
～
～
～
、
一
九
八
五
年
）
に
よ
れ
ば
、
真
光
寺
で
は

　
江
戸
時
代
以
来
「
鯨
法
要
」
が
行
わ
れ
て
お
り
、
「
こ
の
法
要
は
鯨
を
圓
貧
す
る

　
た
め
で
は
な
く
、
鯨
組
で
死
ん
だ
人
を
偲
ん
で
説
法
を
聴
く
た
め
に
は
じ
め
ら
れ

　
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
（
九
一
頁
）
。
な
お
、
『
山
口
縣
寺
院
沿
革
史
駈

　
に
は
、
清
福
寺
（
青
海
村
、
真
宗
）
や
済
月
寺
（
白
欝
欝
、
真
宗
、
明
治
二
年

　
念
八
六
九
〉
に
寺
号
免
許
）
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
鯨
圖
向
」
、
「
鯨
法

　
会
」
が
「
五
月
上
旬
」
、
「
五
月
十
日
よ
り
五
日
間
」
施
行
さ
れ
る
と
あ
る
（
一
八

　
六
二
八
八
買
）
。

②
置
目
所
蔵
正
徳
元
年
五
月
～
八
日
付
免
状
写
、
㎎
注
進
案
』
七
八
頁
。

③
凹
由
来
』
三
二
五
頁
。

④
欄
山
口
縣
寺
院
沿
革
史
』
に
は
、
極
楽
寺
で
は
「
特
別
行
事
と
し
て
毎
年
七
月

　
十
六
日
を
期
し
漁
業
者
を
主
と
し
た
る
捕
魚
に
対
す
る
法
会
を
執
行
す
」
と
あ
る

　
（
二
〇
〇
頁
）
。

⑤
魚
法
会
・
魚
供
養
に
つ
い
て
は
、
池
信
宏
謹
・
吉
岡
雄
慈
ら
よ
り
教
示
を
得
た
。
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⑥
こ
の
宗
論
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
『
長
門
市
史
歴
史
編
㎞
九
九
九
二

　
〇
〇
一
～
一
〇
〇
二
頁
、
児
玉
前
掲
「
大
津
郡
大
日
比
、
通
両
浦
と
浄
土
宗
」
八

　
七
～
九
｝
頁
等
を
参
照
。

⑦
四
丁
表
。
欄
大
日
粗
品
師
講
説
集
㎞
（
西
円
寺
蔵
版
、
一
九
一
〇
年
。
以
下
『
講

　
説
』
と
略
記
）
下
巻
一
＝
二
頁
。
本
稿
で
は
、
宗
論
の
著
作
は
い
ず
れ
も
中
野
景

　
治
所
蔵
の
原
本
（
山
口
県
下
関
市
豊
田
町
）
に
よ
っ
て
い
る
が
、
玄
蔵
の
著
し
た

　
『
専
修
念
仏
自
得
抄
輪
と
隅
朝
霞
弁
無
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
法
源
と
そ
の
信
者
に
よ

　
り
著
さ
れ
た
反
駁
書
で
あ
る
噸
正
邪
不
可
会
弁
輪
と
欄
正
邪
強
会
陰
睡
に
お
い
て

　
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
燭
講
説
㎞
下
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
引
用
に

　
当
た
っ
て
は
同
書
の
該
当
頁
も
付
記
す
る
。
但
し
、
同
書
と
原
本
で
は
表
記
が
多

　
少
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

⑧
手
書
き
本
三
六
丁
裏
～
四
〇
丁
表
。
噸
講
説
㎞
下
巻
＝
三
～
＝
四
頁
。

⑨
二
｝
丁
裏
。
糊
講
説
㎞
下
巻
｝
八
九
頁
。
『
朝
霞
弁
柄
は
歪
邪
不
可
会
弁
』
に

　
対
す
る
反
駁
書
。

⑳
第
二
巻
又
四
七
丁
表
～
五
二
丁
表
。
『
講
説
』
下
巻
一
八
九
～
一
九
二
頁
。

⑪
な
お
、
浄
土
宗
教
義
に
お
け
る
回
向
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
唯
真
「
醐
回
向
』
に

　
み
る
救
済
の
論
理
扁
（
隅
伊
藤
唯
真
著
作
集
　
第
四
巻
　
浄
土
宗
史
の
研
究
』
法
蔵

　
館
、
一
九
九
六
年
）
に
お
い
て
も
、
大
日
比
三
師
の
著
述
等
を
取
り
上
げ
つ
つ
論

　
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑫
杜
多
円
暢
編
圃
法
道
和
尚
行
業
記
触
（
西
円
寺
蔵
版
、
一
八
八
一
年
。
以
下

　
『
法
道
蝕
と
略
記
）
上
巻
四
三
丁
。
左
側
の
ふ
り
仮
名
省
略
。
『
大
日
比
三
師
伝
歴

　
（
同
版
、
　
九
八
八
年
、
初
出
一
九
〇
九
年
。
以
下
『
旗
師
㎞
と
略
記
）
所
収

　
『
法
道
㎞
三
八
～
三
九
頁
、
及
び
『
講
説
臨
上
巻
八
頁
に
再
録
。
杜
多
編
『
法

　
道
』
は
、
『
三
師
葡
（
初
版
）
や
咽
講
説
㎞
、
ま
た
後
掲
の
同
編
目
法
洲
和
尚
行
業

　
記
睡
（
西
円
寺
蔵
版
、
　
一
八
八
　
年
。
以
下
『
法
洲
㎞
と
略
記
）
と
共
に
、
国
立

　
国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
（
讐
8
又
＼
賦
民
鉢
薮
ピ
α
Q
o
．
営
＼

　
写
号
解
黒
総
）
で
閲
覧
で
き
る
。

⑬
『
法
理
』
中
巻
三
四
丁
表
。
四
三
師
価
所
収
『
法
洲
』
九
五
頁
に
再
録
。

⑭
同
説
下
巻
九
丁
表
。
『
三
師
㎞
所
収
門
法
源
㎞
一
三
三
頁
に
再
録
。

⑮
隅
法
道
』
下
巻
；
了
裏
～
一
六
丁
表
。
適
宜
補
注
・
中
略
。
『
五
師
』
所
収

　
明
法
道
㎞
六
六
～
六
八
頁
に
再
録
。
な
お
、
長
谷
川
匡
俊
明
近
世
念
仏
者
集
団
の

　
行
動
と
思
想
一
浄
土
宗
の
場
合
』
（
評
論
社
、
一
九
八
○
年
）
～
四
四
～
一
四

　
七
頁
を
参
照
。

⑯
丸
山
前
掲
「
大
日
比
三
師
と
徳
本
行
者
の
教
化
に
つ
い
て
扁
も
、
魚
類
へ
の
念

　
仏
回
向
を
取
り
上
げ
て
い
る
（
一
九
四
～
一
九
六
頁
）
。
丸
山
は
、
魚
へ
の
感
謝

　
を
示
し
生
命
の
尊
さ
を
教
え
る
も
の
と
し
て
念
仏
回
向
を
愛
念
し
て
い
る
が
、
本

　
稿
は
そ
れ
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
考
察
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
大
日
比
三
軍
の
行
業

　
記
は
事
実
関
係
を
必
ず
し
も
的
確
に
伝
え
る
も
の
で
は
な
く
、
右
に
引
用
し
た
事

　
例
に
つ
い
て
も
史
実
か
否
か
疑
問
視
さ
れ
て
よ
い
が
、
し
か
し
そ
れ
を
実
現
可
能

　
と
す
る
論
理
が
確
保
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
る
。

⑰
笠
原
一
男
編
著
『
罪
と
罰
一
日
本
民
衆
信
仰
史
隔
（
教
育
社
歴
豊
新
轡
、
一

　
九
八
○
年
）
一
五
三
～
一
八
○
・
一
九
二
～
一
九
九
頁
。

⑱
明
注
進
案
』
第
三
巻
（
一
九
六
二
年
）
三
〇
二
頁
。

⑲
ま
た
、
同
流
境
内
に
あ
る
宝
贋
九
年
（
一
七
五
九
）
八
月
吉
日
付
の
法
華
経
～

　
字
一
石
塔
（
『
長
門
市
史
　
歴
史
編
』
九
六
六
頁
で
も
紹
介
）
の
左
面
に
は
、
「
諸

　
浦
繁
栄
魚
鱗
成
仏
」
と
あ
り
、
諸
浦
の
繁
栄
と
魚
類
の
成
仏
と
が
併
せ
て
祈
願
さ

　
れ
た
。

⑳
熊
野
太
地
浦
捕
鯨
史
編
纂
委
員
会
編
『
鯨
に
挑
む
町
－
能
…
野
の
太
地
隔
（
平

　
凡
社
、
一
九
六
五
年
）
一
四
二
～
一
四
三
頁
、
同
『
熊
野
太
地
浦
捕
鯨
史
隔
（
同

　
前
、
一
九
六
九
年
）
二
九
〇
・
五
一
七
頁
他
。

⑳
　
　
糊
日
本
農
書
全
集
㎞
五
八
・
漁
業
一
（
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
～
九
九
五
年
）

　
一
二
六
〇
一
～
二
六
八
・
四
〇
一
～
畷
〇
二
頁
、
安
永
浩
「
東
松
浦
地
域
に
お
け
る
古

　
式
捕
鯨
の
操
業
に
つ
い
て
扁
（
『
研
究
紀
要
匝
第
九
集
、
佐
賀
県
立
名
護
屋
城
博
物

　
館
、
二
〇
〇
三
年
）
九
三
～
九
四
頁
、
神
田
考
慮
「
西
海
地
域
に
お
け
る
『
小
川
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島
捕
鯨
撫
－
玄
海
に
勇
魚
を
追
っ
た
男
た
ち
」
（
同
前
）
一
一
六
頁
他
。
安
永

　
論
文
と
神
田
論
文
に
つ
い
て
は
今
村
直
樹
よ
り
教
示
を
得
た
。

⑫
　
徳
見
前
掲
『
長
州
捕
鯨
考
臨
　
一
七
六
～
一
七
七
頁
、
河
野
前
掲
『
長
州
・
北
浦

　
捕
鯨
の
あ
ら
ま
し
㎞
二
四
頁
。

⑳
噸
注
進
案
竺
＝
八
頁
。

⑳
　
野
村
豊
・
由
井
喜
太
郎
編
噸
河
内
屋
可
正
旧
記
隔
（
清
文
堂
、
一
九
五
五
年
）

　
三
〇
九
頁
。
こ
こ
で
の
罪
悪
意
識
は
、
崇
り
の
原
因
や
極
楽
往
生
の
障
害
と
い
う

　
よ
り
は
む
し
ろ
、
生
け
る
も
の
が
最
も
重
ん
ず
る
生
命
を
奪
う
こ
と
の
不
便
さ
と

　
関
わ
っ
て
発
現
し
て
い
る
。
先
に
論
じ
た
浄
土
宗
の
回
向
は
、
こ
の
よ
う
な
罪
悪

　
意
識
に
も
対
処
し
得
る
も
の
と
考
え
る
。

⑮
　
　
『
日
本
農
轡
全
集
睡
五
八
・
漁
業
一
、
三
六
八
頁
。

⑳
　
ま
た
、
豊
漁
を
祈
る
と
い
っ
た
現
世
利
益
的
機
能
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
求
め

　
ら
れ
つ
つ
も
基
本
的
に
行
使
し
得
な
か
っ
た
。
関
連
し
て
豊
北
町
史
編
纂
委
員
会

　
編
『
豊
北
町
史
㎞
二
（
豊
北
町
、
一
九
九
四
年
）
九
四
九
～
九
五
〇
頁
に
は
、
嘉

　
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
百
姓
の
依
頼
を
受
け
て
雨
乞
い
を
実
施
し
、
そ
の
た
め

　
に
隠
居
処
分
と
な
っ
た
大
津
郡
辺
り
の
真
宗
僧
侶
の
事
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

　
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
、
長
州
前
大
津
宰
判
地
域
の
真
宗
と
浄
土
宗
を
主
た
る
対
象
と
し
、
近
世
社
会
に
独
自
の
形
態
で
構
造
化
さ
れ
た
仏
教
の
社
会
的

機
能
に
つ
い
て
、
思
想
面
を
中
心
に
検
討
を
行
っ
た
。
当
地
域
で
は
、
全
域
的
な
真
宗
門
徒
化
の
中
、
通
・
大
日
比
・
瀬
戸
崎
浦
を
中
心
と
す

る
地
域
は
完
全
に
は
真
宗
門
徒
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
浄
土
宗
も
罠
衆
的
基
盤
を
有
し
つ
つ
存
立
し
た
。
そ
し
て
、
生
類
へ
の
回
向
の
行
使
に

よ
り
捕
鯨
や
漁
業
等
を
補
完
し
推
進
す
る
浄
土
宗
と
、
そ
れ
と
は
対
躁
的
な
堅
磐
観
に
立
脚
す
る
真
宗
と
に
二
極
的
に
分
離
し
た
地
域
の
思
想

構
造
を
紡
ぎ
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
当
地
域
の
、
全
体
と
し
て
は
複
雑
な
宗
教
状
況
を
構
成
し
規
定
す
る
主
要
な
～
構
造
で
あ
り
、
ま

た
、
先
述
し
た
有
元
正
雄
の
「
殺
生
忌
諦
」
論
に
つ
い
て
も
再
検
討
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
同
論
に
対
し
て
児
玉
識
は
、
有
元
の
挙
げ
る
諸
要
因
を
認
め
つ
つ
も
、
殺
生
に
対
す
る
宗
教
的
免
罪
を
得
る
手
段
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
、

す
な
わ
ち
「
成
仏
祈
禧
」
の
否
定
を
、
真
宗
門
徒
の
殺
生
忌
誰
の
要
因
と
し
て
重
視
し
た
。
児
玉
は
浄
土
宗
の
黒
田
向
や
魚
鱗
回
向
に
も
論
及

し
、
そ
の
免
罪
機
能
を
指
摘
す
る
。
こ
の
点
は
肯
憎
し
う
る
が
、
し
か
し
同
宗
の
救
済
信
仰
に
基
づ
き
、
史
料
上
で
も
祈
禧
と
区
別
さ
れ
る
こ

れ
ら
の
回
向
を
、
「
祈
禧
」
と
規
定
す
る
上
で
の
定
義
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
規
定
は
、
真
宗
に
お
け
る
祈
禧
の
否
定
が
他
宗
に
な
い



近世真宗優勢地帯における浄土宗の思想的機能（上野）

エ
ー
ト
ス
を
成
立
さ
せ
た
と
い
う
児
玉
の
仮
説
に
、
殺
生
忌
事
を
組
み
込
む
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
正
否
に
つ
い
て
は

検
討
の
余
地
が
あ
る
。
、
ま
た
、
殺
生
翻
心
に
つ
い
て
は
、
要
因
の
列
挙
に
と
ど
ま
ら
な
い
諸
要
因
の
関
係
の
究
明
も
必
要
で
あ
る
。

　
児
玉
の
議
論
を
踏
ま
え
、
更
な
る
考
察
を
試
み
る
と
き
、
本
稿
で
論
じ
た
回
向
観
は
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
真
宗
教
義
で

は
自
己
（
人
間
）
の
行
為
に
よ
る
他
者
の
救
済
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
他
宗
と
は
異
な
り
、
殺
生
へ
の
対
処
を
通
じ
て
免
罪
機
能
を

行
使
す
る
た
め
の
宗
教
シ
ス
テ
ム
と
は
な
り
得
ず
、
そ
の
よ
う
な
機
能
を
組
み
込
ん
だ
生
活
様
式
が
成
立
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
真
宗
門

徒
は
、
稼
職
以
外
の
殺
生
を
は
じ
め
と
し
て
罪
悪
の
自
覚
が
強
く
伴
う
場
合
、
一
方
で
地
獄
に
対
す
る
恐
怖
を
増
幅
さ
せ
る
と
共
に
、
①
殺
生

そ
の
も
の
を
忌
事
す
る
か
、
ま
た
は
②
真
宗
以
外
の
宗
教
に
よ
っ
て
要
求
を
満
た
す
か
、
と
い
う
選
択
を
迫
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
中
で
③
真
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

教
義
の
変
容
も
齎
さ
れ
う
る
、
と
い
う
よ
う
な
構
造
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
真
宗
教
義
に
お
け
る
他
者
救
済
の
た
め
の
呪
術
行
使
の

否
定
こ
そ
が
、
②
の
契
機
が
低
下
す
る
場
で
も
あ
る
、
真
宗
の
寺
院
・
門
徒
で
占
め
ら
れ
た
地
域
を
中
心
に
、
殺
生
忌
誰
を
顕
在
化
さ
せ
る
基

底
的
な
要
因
を
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
真
宗
教
義
に
お
け
る
脱
呪
術
化
の
一
定
の
実
現
が
、
殺
生
免
罪
機
能
を
欠
乏
さ
せ
た
の
で

あ
り
、
殺
生
恩
誰
は
脱
呪
術
化
の
随
伴
現
象
と
し
て
の
面
を
有
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
真
宗
門
徒
の
殺
生
忌
諦
現
象
も
ま
た
、
近
世
仏
教
が
宗
派
的
特
色
を
帯
び
つ
つ
地
域
民
衆
の
生
活
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ

と
を
示
す
事
例
と
い
え
、
広
く
近
世
仏
教
史
な
い
し
宗
教
史
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
近
世
仏
教
と
地
域
民
衆
と
の
密

接
な
繋
が
り
は
、
本
稿
で
も
検
証
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
大
津
宰
判
地
域
で
は
、
真
宗
寺
院
の
建
立
に
よ
る
寺
檀
関
係
の
形
成
を

経
て
各
種
の
行
事
が
展
開
し
、
他
の
宗
教
的
要
素
と
併
存
し
つ
つ
も
、
信
仰
に
規
定
さ
れ
た
生
活
様
式
が
定
着
し
た
。
ま
た
沿
海
部
で
は
、
捕

鯨
等
の
地
域
産
業
の
展
開
を
受
け
、
網
元
を
務
め
る
有
力
檀
家
も
主
体
性
を
発
揮
す
る
こ
と
で
、
浄
土
宗
寺
院
に
お
い
て
圓
向
が
成
立
し
、
そ

れ
は
浦
の
産
業
を
思
想
的
に
構
成
・
推
進
し
た
。
こ
れ
ら
は
仏
教
の
体
制
化
と
信
仰
の
定
着
と
の
相
補
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
体

制
化
に
よ
っ
て
民
衆
が
離
反
し
仏
教
が
衰
退
し
た
の
で
は
な
く
、
民
衆
と
仏
教
と
の
新
た
な
関
係
の
構
築
と
信
仰
の
定
着
を
こ
そ
、
体
制
化
は

意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
寺
院
を
取
り
巻
く
地
域
社
会
の
形
成
と
展
開
は
、
近
世
的
な
信
仰
の
定
着
過
程
で
も
あ
っ
た
。
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前
大
津
宰
判
地
域
に
お
い
て
、
宗
派
的
構
成
を
と
っ
た
仏
教
は
遅
く
と
も
～
八
世
紀
前
半
ま
で
に
ほ
ぼ
構
造
化
さ
れ
、
そ
の
も
と
で
展
開
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
宗
教
生
活
の
様
式
は
、
他
地
域
と
同
様
、
近
代
以
降
も
～
定
の
変
容
を
経
つ
つ
も
存
続
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
仏
教
の
民
衆
的
発
展
の
様

相
に
つ
い
て
広
く
検
討
を
進
め
て
ゆ
く
と
共
に
、
前
大
津
宰
判
地
域
に
お
け
る
諸
宗
教
の
併
存
状
況
に
つ
い
て
も
、
地
域
社
会
の
編
成
や
対
立

関
係
等
と
関
連
づ
け
つ
つ
更
な
る
究
明
を
試
み
る
こ
と
を
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

①
　
　
「
は
じ
め
に
」
注
⑫
参
照
。

②
「
呪
術
」
と
は
、
こ
こ
で
は
、
人
間
に
よ
り
行
使
さ
れ
る
と
す
る
超
自
然
的
力

　
に
基
づ
く
行
為
を
指
し
、
祈
勝
や
浄
土
宗
の
國
向
等
を
含
む
。

③
　
関
連
し
て
、
黒
田
俊
雄
門
仏
教
革
新
運
動
の
歴
史
的
性
格
1
と
く
に
宗
教
の

　
近
代
化
を
め
ぐ
っ
て
」
（
同
『
日
本
中
世
の
社
会
と
宗
教
隔
岩
波
書
店
、
一
九
九

　
〇
年
）
は
、
家
を
基
盤
と
す
る
仏
教
が
展
開
す
る
近
世
か
ら
近
代
ま
で
（
一
七
～

　
二
〇
世
紀
）
を
、
～
つ
の
歴
史
的
段
階
と
み
て
い
る
。

〔
付
記
〕
　
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
の
平
成
一
九
・
二
〇
年
度
科
学
研
究
費
補

助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
調
査
に
際
し
て

特
に
お
世
話
に
な
っ
た
池
信
宏
謹
氏
、
吉
岡
雄
慈
氏
、
中
野
欝
血
氏
、
藤
井
文
則
氏
、

小
松
公
映
氏
、
松
村
賢
正
氏
、
吉
岡
泰
雄
氏
、
林
哲
雄
氏
、
長
門
市
教
育
委
員
会
の

皆
様
、
そ
し
て
数
々
の
御
意
見
を
下
さ
っ
た
皆
様
に
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
謀
程
）
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longed　and　the　Wu　（Suzhou）　school　to　which　Wen　Zhengming　and　Zhu　Yunming

belonged．　Furthermore，　in　order　to　prove　the　supeyiority　of　the　Yunjian　school，　he

became　deeply　involved　in　publislting　the　Chonglanguan　tie　and　other　exemplary

models　that　extolled　the　Yunjian　school．

　　Next，　1　consider　the　relationship　of　Dong　Qichang　to　contemporary　figures　from

Huizhou　who　were　active　in　the　art　market　through　their　project　to　publish　exem－

plary　models　of　calligraphy．　Dong　Qichang　developed　a　cooperative　relationship

with　those　in　Huizhou　who　systematically　purchased　famous　calkgraphic　works　of

historical　figures　and　published　them　as　exemp｝ary　modeis　of　calligraphy．　Wang

Xizhi’s　Chengqingtang　tie，　which　was　included　in　Qingy‘iantang　tie，　published　by　Wu

Zhen，　was　inscribed　on　the　order　of　Dong　Qichang．　One　can　also　trace　the　spread

of　Dong　Qichang’s　project　to　publish　exemplary　cadigraphy　models　in　his　relations

to　these　peop玉e血H樋zhou．

　　In　essence，　Dong　Qichang’s　project　to　pubtish　exemplary　cahigraphy　models　was

canied　out　under　a　well－planned，　strategic　concept．　Dong　Qichang　succeeded　in

establishing　the　“Dong　Qichang　Brand”　by　publishing　his　own　manuals　and　writings

on　calKgraphy　as　well　as　popular　cabigraphic　models　and　artfully　employing　a　web

of　unique　human　relationships　that　he　had　developed．

The　ldeological　Role　of　Pure　Land　Buddhism　in　Regions　where　the

　　True　Pure　Land　Sect　Dominated　in　the　Early　Modern　Period：

　　　　　　　　　The　Case　of　the　Memorial　Service　for　Whales

by

UENo　Daisuke

　　In　this　paper　1　exainine　the　Pure　Land　Codoshu）　and　True　Pure　Land　aodo

Shinshu）sects　in　Choshu　Mae　Otsu－Saihan長州前大津凹凹region　and　evaluate

their　ideological　function　as　a　Buddhist　component　supporting　early　modern　socie－

ty．

　　We　1〈now　that　the　Jodo　Shinshu　held　sway　in　this　area　on　the　basis　of　the　per－

centage　of　temples，　believers，　and　the　variety　of　religious　rites　conducted　therein．

This　was　due　to　the　spread　of　the　Shin　sect　after　the　midclle　of　the　16th　century

and　the　formation　of　a　bond　of　unity　deveJoped　between　groBps　of　adherents　and

their　locai　temples．
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　　In　the　Kayoi－Ura細浦area，　which　is　part　of　the　Choshu　Mae　Otsu－Saihan　re－

gion，　net　whahng　developed　after　the　latter　ha廷of　17£h　cen£ury，　and　San’yo讃誉，

apriest　of　Koganli向岸…寺，aJodo　sect　temple，　instituted　a　memorial　service　for

whales、　From　about　theユ690s，　this　memorial　serVice　took　on　a　unique　style　With

mortuary　tablets，　tornbs，　posthumous　BudCihist　names，　and　death　registers　offered

for　the　whales．

　　A　memorial　service　for　whales　was　also　held　in　Setozaki－Ura瀬戸崎浦，　an　area

aiso　within　the　Choshu　Mae　Otsu－Saihan　region．　ln　addition，　the　Jodo　temple

Saienji西域寺was　erected　in　Ohibi－Ura大日比肩，another　area　in　Choshu　Mae－

Otsu－Saihan，　and　San’yo　became　the　first　chief　priest．

　　The　Jodo　sect　had　a　popular　fokowing　in　these　areas．　And　the　memorial　services

of　the　Jodo　sect　played　a　ideological　role　that　the　Shin　sect　could　not　play．　This

role　was　to　absolve　the　people　who　made　their　livelihood　by　ldlimg　whales　and

other　creatures．

Intellectuals　in　Early　19th－Century　Vilnius　and　“Lithuania”：

　　Towarzystwo　Szubrawc6w　（the　Society　of　Scoundrels）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Local　Society

by

KA［fl　Sayaka

　　At　the　begiiming　of　the　19th　century　inteilectuals　who　had　inherited　the　cultural

traditions　of　the　Polish－Lithuanian　Commonwealth　appeared　around　Vilnius　Uni－

versity　in　the　Russian　Empire．　This　article　tries　to　reconsider　these　Poljsh－

speaking　intellectuals　and　their　relationships　with　local　society　in　the　lands　of　the

former　Grand　Duchy　of　Lithuania　（nowadays　Lithuania　and　Belarus），　which　have

not　been　fully　considered　because　of　the　division　of　the　history　of　this　region　into

separate　national　histories．

　　This　article　focuses　on　Towarzystwo　Szubrawc6w　（the　Society　of　Scoundrels），

which　consisted　of　progt”essive　intellectuals　in　Vilnius，　and　i£s　publication

vaiadomos’ci　Bruleowe　（Street　IVews，　1816－1822），　a　famous　satii’ica｝　journal，　criticiz－

ing　various　social　pathologies．　Here　two　issues　are　mainly　analyzed．　The　first　is

the血tenectuals’opinions　about　the　nation（nar6d血Polish）as　a　community　of　peo一
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